
靱消
費
者
契
約
法
四
条
に
お
け
る
契
約
取
消
権
の
意
義
―
―
そ
の
現
状
と
課
題
―
―

宮

下

修

一

は
じ
め
に

１
　
消
費
者
契
約
法
を
と
り
ま
く
法
状
況
の
変
化

２
　
消
費
者
契
約
法
の
利
用
状
況

３
　
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

消
費
者
契
約
法
四
条
を
め
ぐ
る
議
論
と
裁
判
例

消
費
者
契
約
法
四
条
の
概
要

誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ｉ

¨
不
実
告
知

（四
条

一
項

一
号
）

誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅱ

¨
判
定
的
判
断
の
提
供

（四
条

一
項
二
号
）

誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅲ

¨
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知

（四
条
二
項
）

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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５
　
困
惑
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ｉ

¨
事
業
者
の
不
退
去

（四
条
三
項

一
号
）

６
　
困
惑
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅱ

¨
事
業
者
に
よ
る
消
費
者

へ
の
退
去
妨
害

（四
条
三
項
二
号
）

ま
と
め
―
―
消
費
者
契
約
法
四
条
の
あ
り
方
と
今
後
の
課
題

１
　
裁
判
実
務
に
お
け
る
消
費
者
契
約
法
四
条
の
意
義

２
　
特
定
商
取
引
法
上
の
契
約
取
消
権
と
の
関
係

３
　

「重
要
事
項
」
再
考

４
　
消
費
者
契
約
法
三
条
と
の
関
係

５
　
契
約
取
消
権
の
将
来
―
―
民
法
と
の
関
係

一
　

は
じ
め
に

１
　
消
費
者
契
約
法
を
と
り
ま
く
法
状
況
の
変
化

消
費
者
契
約
法
が
、
平
成

一
三

（二
〇
〇

一
）
年
四
月
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
早
く
も
六
年
近
く
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
消
費
者
契

約
法
を
と
り
ま
く
法
状
況
は
、
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。

平
成

一
六

（二
〇
〇
四
）
年
五
月
に
は
、
消
費
者
被
害
の
急
増
を
受
け
て
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律

（以
下

「特
定
商
取
引
法
」

と
い
う
）
が
改
正
さ
れ
た

（施
行
は
同
年

一
一
月
）
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
事
業
者
に
よ
る
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
妨
害
が
あ
っ
た
場
合
に
、

事
業
者
が
再
度
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
が
可
能
で
あ
る
旨
の
文
書
を
交
付
し
て
か
ら
所
定
の
期
間

（八
日
～
二
〇
日
間
）
を
経
過
し
な
い
限
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り
い
つ
で
も
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
形
で
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
権
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

不
実
告
知
や
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
が
あ
っ
た
場
合
に
、
顧
客
側
に
契
約
取
消
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
消
費
者
の

権
利
を
拡
大
す
る
た
め
の
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。

ま
た
、
平
成

一
人

（二
〇
〇
六
）
年
六
月
に
は
、
包
括
的

・
横
断
的
な
投
資
サ
ー
ビ
ス
立
法
を
目
指
し
て
、
従
来
の
証
券
取
引
法
を
改

正
す
る
形
で
、
金
融
商
品
取
引
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
従
来
各
種
業
法
に
点
在
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
広
告
規
制
、
契
約
締
結

時

ｏ
契
約
成
立
時
の
書
面
交
付
義
務
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
、
虚
偽
の
説
明
の
禁
止
、
適
合
性
の
原
則
、
不
招
請
勧
誘

・
再
勧
誘
の
禁
止

な
ど
が
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
す
る
行
為
規
制
と
し
て
横
断
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
の
制
定
に
伴
い
、
金
融
商
品
の

販
売
等
に
関
す
る
法
律

（以
下

「金
融
商
品
販
売
法
」
と
い
う
）
も
改
正
さ
れ
、
金
融
商
品
販
売
業
者
に
対
す
る
説
明
義
務
の
範
囲
が
大

幅
に
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
若
干
時
間
は
前
後
す
る
が
、
平
成

一
人

（二
〇
〇
六
）
年
五
月
に
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
を
創
設
す
る
た
め
の
消
費
者

契
約
法
自
体
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
と
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
消
費
者
団
体

（適
格
消
費
者
団
体
）

に
対
し
て
、
事
業
者
に
よ
る
不
当
な
契
約
条
項
の
使
用
や
不
当
な
勧
誘
行
為
等
の
差
止
め
を
請
求
す
る
権
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

同
制
度
に
理
論
的
あ
る
い
は
実
務
的
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
従
来
は
実
際
に
被
害
を

受
け
た
消
費
者
の
個
別
救
済
が
中
心
で
あ
っ
た
消
費
者
裁
判
が
、
被
害
発
生
の
未
然
防
止
を
目
的
と
し
た
裁
判
を
も
含
む
形
で
質
的
に
変

化
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
消
費
者
法
制
を
め
ぐ
る

一
連
の
動
き
の
中
で
、
消
費
者
契
約
の
一
般
法
と
も
い
う
べ
き
消
費
者
契
約
法
の
あ
り
方
が
改

め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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２
　
消
費
者
契
約
法
の
利
用
状
況

（１
）
裁
判
例
の
状
況

消
費
者
契
約
法
の
各
条
文
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
判
断
が
な
さ
れ
た
裁
判
例
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
す
で
に
一
〇
〇
件

近
く
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
消
費
者
契
約
法
四
条
に
関
連
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
二
で
詳
し
く
検
討
す

る
よ
う
に
、
す
で
に
二
〇
件
以
上
公
表
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
近
時
急
増
し
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「学
納
金
返
還
訴
訟
」
に
関
す
る
裁
判
例
で
あ
る
。
各
判
決
の
論
点
は
多
岐
に
わ

た
る
が
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
と
な
つ
て
い
る
の
が
、
入
学
手
続
後
は
入
学
金

・
授
業
料
等
の
学
納
金
を
返
還
し
な
い
旨
の
特
約
が
消
費

者
契
約
法
九
条

一
号
に
い
う

「当
該
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定
し
、
又
は
違
約
金
を
定
め
る
条
項
」
に
あ
た
る

か
、
ま
た
そ
れ
に
あ
た
る
と
し
て
学
納
金
相
当
額
が

「当
該
消
費
者
契
約
と
同
種
の
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
い
当
該
事
業
者
に
生
ず
ベ

き
平
均
的
な
損
害
」
と
い
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
は
平
成

一
人
年

一
一
月
二
七
日
の
判
決
で
、

消
費
者
契
約
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成

一
三
年
四
月

一
日
以
降
の
在
学
契
約
に
は
同
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
授
業

料
等
に
つ
い
て
は
三
月
三

一
日
ま
で
に
在
学
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
大
学
に
平
均
的
な
損
害
が
発
生
し
な
い
こ
と
か
ら
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た

（な
お
入
学
金
に
つ
い
て
は
、
不
相
当
に
高
額
で
あ
る
な
ど
他
の
性
質
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の

事
情
の
な
い
限
り
、
学
生
が
大
学
に
入
学
し
う
る
地
位
を
取
得
す
る
た
め
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
、
返
還
義
務
を
負
わ

な
い
と
し
て
い
る
）
。

本
稿
で
は
、
学
納
金
返
還
訴
訟
に
つ
い
て
は
直
接
と
り
あ
げ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
消
費
者
契
約
法
を
活
用
し
て
紛
争
解
決
を
図
ろ
う

と
す
る
裁
判
例
は
、
今
後
も
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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（２
）
実
際
の
相
談
状
況

（１
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
消
費
者
契
約
法
四
条
を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
、
同
法
に
か
か
わ
っ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
全
体
の
中
で

そ
れ
ほ
ど
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
消
費
者
相
談
の
現
場
に
お
い
て
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
が
問
題
と
な

る
場
面
が
き
わ
め
て
多
い
。

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
平
成

一
八
年
二
月
に
公
表
し
た
報
告
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
契
約
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成

一
三
年
四
月

一
日
か
ら

平
成

一
七
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
四
年
間
に
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
や
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
同
法
に
関
す
る
消
費
生
活

相
談
の
件
数
は
、
合
計
六
七
七
三
件
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
、
消
費
者
契
約
法
四
条
に
関
す
る
相
談
は
五
七
八
七
件
で
、
相
談
全
体
の
人

五

・
四
％
に
及
ん
で
い
る

（ち
な
み
に
、
公
表
裁
判
例
の
数
が
多
い
八
～

一
〇
条
関
連
の
相
談
は
九
四
〇
件
で
、
相
談
全
体
の
一
三

・

九
％
と
な
っ
て
い
る
）
。
四
条
に
関
す
る
相
談
内
容
の
具
体
的
な
内
訳
を
み
る
と
、
不
実
告
知

（
一
項

一
号
）
関
連
の
も
の
が
三
五
〇
四

件
と
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
、
つ
い
で
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害

（三
項
二
号
）
関
連
の
も
の
が

一
一
〇
四
件
、
断
定
的

判
断
の
提
供

（
一
項
二
号
）
関
連
の
も
の
が
八
〇
九
件
、
事
業
者
の
不
退
去

（三
項

一
号
）
関
連
の
も
の
が
七
九
二
件
、
故
意
に
よ
る
不

利
益
事
実
の
不
告
知

（二
項
）
関
連
の
も
の
が
三
二
八
件
と
な
っ
て
い
る

（【表
１
】
参
照
）
。

以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
多
発
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
お
い
て
、
裁
判
に
至
る
前
の
紛
争
解
決
法
理
と
し
て
消
費
者
契
約
法
四
条
が

機
能
す
る
場
面
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
四
条
に
つ
い
て
は
、
条
文
の
支
言
上
は
そ
の
適
用
範
囲
が
か
な
り
限
定
さ
れ
た
こ
と
か

ら
立
法
段
階
か
ら
非
常
に
強
い
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
実
務
の
現
場
に
お
い
て
は
、
当
初
の
予
想
を
超
え
る
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う

（四
条
の
規
定
に
対
す
る
批
判
と
同
条
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
）。
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表 1 消費者契約法 に関連する消費生活相談件数

絆

Ｄ

01年度 02年度 03年度 04年度 01～04年度

1,403 100.0% 2,132 1000% 1.854 100.0% 1.384 100.09ろ Q773 100.0%

1不実告知 615 43.89ろ 1,043 48.9% 1,049 56.69ろ 797 57.6% 3,504 51.7a/a

1断定的判断の提供 134 9。6% 222 10.49ろ 262 14。1% 191 13.89ろ 809 H.9%

第 4条関連
の項目 璽:II:言|II喜|

38 2.70/a 50 2.39ろ 80 4.3% 60 43% 228 34%

1不退去 191 13.6'ら 230 lQ8% 210 11.3% 161 116% 792 11.7%

一
禁

一
監 (退去妨害) 306 21.8% 407 19。1% 256 138% 135 9。8% 1,104 la3%

(4条関連全体) 1.170 83.4% 1,814 85。 1% 1.620 87.4% 1,183 85.5'ろ 5787 854%

雷蓮あ磐沓1 
問題契約書 198 14.1% 309 1451% 238 12.8'ろ 195 14。1% 940 13.90/a

その他 69 49% 31 1.5% 9 0.5% 23 1.7% 1.9%

―
―
∞
０
１
１

（叶
お
Ｒ
）
申
寸
・
∞
・
Ｎ
・
Ｈ
黎
目
駅
応
魯
輝

注 1:データはり1年 4月 1日 からり5年 3月 末日までに受け付けた相談のうち、%年 5月 末日までにPIO― NETに登録されたもの。
注 2:各項目はマルチカウント。表中の割合は各相談受付期間別の全体数を100と して算出した値である。

(国民生活センター情報分析部 。相談調査部「消費者契約法に関連する消費生活相談と裁判の概況～法施行後4年～」国民生活36巻 2号
〔平成18年〕52頁 より転載)



３
　
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

以
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、消
費
者
紛
争
の
解
決
に
あ
た
っ
て
消
費
者
契
約
法
四
条
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

今
後
も
同
条
の
活
用
を
さ
ら
に
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
現
段
階
に
お
け
る
同
条
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
今
後
の
方

向
性
を
探
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
別
の
機
会
に
筆
者
は
、
特
に
四
条
の
契
約
取
消
権
お
よ
び
三
条
の
情
報
提
供
義
務
を
中
心
に
、
消
費

者
契
約
法
の
改
正
課
題
を
検
討
す
る
小
稿
を
発
表
し
た
。
し
か
し
こ
の
論
稿
で
は
、
立
法
課
題
の
検
討
を
中
心
と
す
る
同
論
稿
の
性
格

と
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
と
り
わ
け
四
条
の
契
約
取
消
権
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
や
裁
判
例
が
公
表
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
ご
く
簡
単
な
言
及
を
す
る
に
と
ど
ま
り
、
相
当
程
度
を
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
同
条
を
め
ぐ
る
学
説
お
よ
び
裁
判
例
の
状
況
を
分
析
し
つ
つ
、
消
費
者
紛
争
の
場
面
に
お
け
る
同
条
の
意
義
と
活

用
可
能
性
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
公
表
済
み
の
小
稿
と
若
干
叙
述
が
重
複
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
上

述
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
分
析
の
観
点
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
す
で
に
消
費
者
契
約
法
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
状
況

に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
論
稿
で
総
合
的
な
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
業
績
も
参
照
し
つ
つ
、
同
法
四

条
に
焦
点
を
絞
っ
て
よ
り
詳
細
な
裁
判
例
の
分
析
を
試
み
た
う
え
で
、
同
法
施
行
以
後
の
立
法
や
学
説
状
況
を
も
ふ
ま
え
て
、
今
後
の
消

費
者
契
約
法
制
の
あ
る
べ
き
姿
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
次
の
二
で
、
消
費
者
契
約
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
裁
判
例
の
動
向
も
ふ
ま

え
な
が
ら
検
討
を
行
う
。
そ
の
う
え
で
三
で
、
消
費
者
契
約
法
上
の
契
約
取
消
権
に
関
す
る
規
定
に
関
す
る
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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二
　
消
費
者
契
約
法
四
条
を
め
ぐ
る
議
論
と
裁
判
例

１
　
消
費
者
契
約
法
四
条
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
勧
誘
に
際
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
結
果
、
消
費
者
が
誤
認
し
て
契

約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
消
費
者
は
契
約
取
消
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
行
為
と
は
、
①

「重
要
事
項
」
に
つ
い
て
の
不
実

告
知

（
一
項

一
号
）
、
②
断
定
的
判
断
の
提
供

（
一
項
二
号
）
、
③

「重
要
事
項
」
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
不
利
益
事

実
の
故
意
に
よ
る
不
告
知

（二
項
）
、
④
事
業
者
の
不
退
去

（三
項

一
号
）
、
⑤
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害

（三
項
二
号
）
で

あ
る
。

以
下
で
は
、
各
条
文
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
た
う
え
で
、
当
該
条
文
に
関
す
る
学
説

・
裁
判
例
の
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
順
次

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

２
　
誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ｉ

¨
不
実
告
知

（四
条

一
項

一
号
）

（１
）
四
条

一
項

一
号
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条

一
項

一
号
は
、
い
わ
ゆ
る

「不
実
告
知
」
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
に
契
約
取
消
権
を
付
与
す
る
と
い
う
規
定

で
あ
り
、
①
事
業
者
に
よ
る
勧
誘
、
②
契
約
の
重
要
事
項
で
あ
る
こ
と
、
③
事
実
と
異
な
る
こ
と
の
告
知
、
④
消
費
者
の
誤
認
、
⑤
不
実

告
知
と
誤
認
、
お
よ
び
誤
認
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
、
そ
の
要
件
と
な
る
。
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（２
）
四
条

一
項

一
号
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
展
開

（
↓

『逐
条
解
説
』
の
見
解

消
費
者
契
約
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
立
法
を
担
当
し
た
経
済
企
画
庁

（現

・
内
閣
府
）
に
よ
つ
て
、
そ
の
制
定
直
後
に

『逐
条
解
説
　
消

費
者
契
約
法
』
（以
下

『逐
条
解
説
』
と
い
う
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

『逐
条
解
説
』
で
は
、
事
業
者
の
立
場

に
配
慮
す
る
形
で
、
各
要
件
に
つ
き
、
き
わ
め
て
厳
格
な
絞
り
が
か
け
る
よ
う
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
、
特
に
注
目
す
べ
き
要
件
は
、
②

「重
要
事
項
」
で
あ
る
。
こ
の

「重
要
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
契
約

法
四
条
四
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「重
要
事
項
」
と
は
、
消
費
者
契
約
に
か
か
る
物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当

該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
質
、
用
途
そ
の
他
の
内
容

（四
条
四
項

一
号
）
、
ま
た
は
対
価
そ
の
他
の
取
引
条
件

（四
条
四
項

二
号
）
で
あ
っ
て
、
消
費
者
の
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
通
常
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
重
要
事
項
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
立
法
提
案
段
階
で
は
も
う
少
し
広
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
産
業
界
等
の
強
い
抵
抗
も
考
慮
し
、

最
終
的
に
か
な
り
狭
く
捉
え
る
形
で
立
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
『逐
条
解
説
』
で
は
、
右
の
よ
う
な
文
言
か
ら
す
る
と
、
契
約
締
結
の
前
提
と
な
る
事
項
や
動
機
の
う

ち
、
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
内
容
、
ま
た
は
対
価
等
の
取
引
条
件
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
重
要
事
項
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が

「
い
ま
使
っ
て
い
る
黒
電
話
は
使
え
な
く
な
る
」
と
述
べ
て
新
し
い
電
話
機
を
購
入
さ

せ
た
場
合
に
は
、
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
電
話
は

「当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
」
で
は

な
い
と
し
て
い
が
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
消
費
者
取
引
に
お
い
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る

「動
機
の
錯
誤
」
が
問
題
と
な
る
よ

う
な
事
例
は
、
消
費
者
契
約
法
の
適
用
対
象
外
と
な
り
、
そ
の
実
効
性
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
①

「勧
誘
」
と
は
、
消
費
者
の
契
約
締
結
の
意
思
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
程
度
の
勧
め
方
で
あ
り
、
特
定
の
者
に
向
け
た
勧

誘
方
法
は

「勧
誘
」
に
含
ま
れ
る
が
、
不
特
定
多
数
向
け
の
勧
誘
方
法
は

「勧
誘
」
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
告

・

チ
ラ
シ
の
配
布

・
店
頭
に
備
え
付
け
あ
る
い
は
顧
客
の
求
め
に
応
じ
て
手
交
す
る
パ
ン
フ
レ
ツ
ト

・
説
明
書
、
約
款
の
店
頭
掲
示

・
交

付

・
説
明
等
は
、
「勧
誘
」
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
③

「事
実
と
異
な
る
こ
と
の
告
知
」
に
つ
い
て
は
、
『逐
条
解
説
』
で
は
、
真
実
ま
た
は
真
正
で
な
い
こ
と
に
つ
き
事
業
者
に

主
観
的
認
識
が
な
く
と
も
、
告
知
の
内
容
が
客
観
的
に
真
実
ま
た
は
真
正
で
な
け
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
実
告
知

を
理
由
と
し
た
契
約
取
消
し
の
際
に
は
、
事
業
者
の
故
意
な
い
し
過
失
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「新
鮮
」
、

「安
い
」
、
「居
住
環
境
に
優
れ
た
立
地
」
、
「当
社
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
安
心
」
等
々
、
主
観
的
な
評
価
で
あ

っ
て
、
客
観
的
な
事
実
に
よ
り

真
正
、
ま
た
は
真
正
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
は
、
「事
実
と
異
な
る
こ
と
」
の
告
知
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
告
知
の
内
容
が
契
約
に
お
け
る
債
務
の
内
容
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
の
問
題
で
あ
り

「事
実
と

異
な
る
こ
と
」
の
告
知
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

な
お
、
④
消
費
者
の
誤
認
、
⑤
不
実
告
知
と
誤
認
、
お
よ
び
誤
認
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
不
実

告
知
に
よ
り
消
費
者
が
誤
認
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
消
費
者
が
そ
の
誤
認
に
基
づ
い
て
消
費
者
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
な
し
た
こ
と
と
い

う
二
重
の
因
果
関
係
の
存
在
を
、
消
費
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
契
約
法
が
成
立
す
る
以
前
か

ら
、
そ
の
立
証
の
困
難
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
蓼
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
適
用
範
囲
を
狭
め
る
形
で
立
法
さ
れ
た
消
費
者
契
約
法
の
条
文
に
つ
い
で
、
さ

ら
に
そ
の
適
用
範
囲
を
で
き
る
だ
け
限
定
し
て
い
こ
う
と
す
る

『逐
条
解
説
』
の
態
度
は
、
消
費
者
契
約
法
の
制
定
意
義
を
著
し
く
減
じ
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る
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（ｂ
）
学
説
の
展
開

し
か
し
な
が
ら
、
（
↓

で
述
べ
た

『逐
条
解
説
』
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
学
説
か
ら
強
い
異
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
②
の
要
件
で
あ
る

「重
要
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
柔
軟
に
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
が
強
ま
っ
て
き
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
二
つ
の
方
向
に
分
け
ら
れ
る
。

第

一
の
方
向
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
四
項

一
号

・
二
号
を
限
定
列
挙
規
定
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
例
示
規
定
で
あ
る
と

し
て
よ
り
広
い
範
囲
の
事
項
を
包
含
す
る
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
方
向
は
、
消
費
者
契
約
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
重
要
事
項
の
内
容
を
広
く
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
垣
内

弘
人
教
授
は
、
『逐
条
解
説
』
が
あ
げ
る
黒
電
話
の
事
例

（（
↓

参
照
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
論
を
展
開
す
る
。
本
事
例
に
お
け

る
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
説
明
は
、
「こ
の
新
し
い
電
話
機
は
、
電
話
が
使
え
な
く
な
る
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
性

『質
』
を
有
し
、

電
話
の
使
用
継
続
を
可
能
と
す
る
と
い
う

『用
途
』
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
内
容
に
理
解
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
、
ま
さ
に
そ
れ
は

「当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
」
に
つ
い
て
の
告
知
と
な
り
、
新
し
い
電
話
機
は
、
そ
の
よ
う
な
質
お
よ
び
用
途
を
有

し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
加
藤
雅
信
教
授
は
、
道
垣
内
教
授
の
立
場
を
前
提
と
す
れ
ば
、
「従
来
、
動
機
形
成
を
さ
せ
る
た
め
の

不
実
告
知
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
消
費
者
契
約
法
の
適
用
が
あ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
不
実
告
知
と
な
る
で
あ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
加
藤
教
授
は
、
説
明
に
曖
味
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
法
三
条
に
い
う

「消
費
者
に
と
っ

て
明
確
か
つ
平
易
な
も
の
に
す
る
よ
う
配
慮
」
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
不
実
告
知
の
認
定
を
積
極
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

次
に
、
①

「勧
誘
」
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
『逐
条
解
説
』
と
は
異
な
り
、
広
告
や
口
頭
に
よ
る
説
明
も
含
め
て
広
く
捉
え
る
べ
き
で
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あ
る
と
い
う
見
解
が
強
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
③

「告
知
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
「日
当
た
り
良
好
」
と
の
告
知
が
な
さ
れ
た
が
ま
つ
た
く
日
が
当
た
ら
な
い

と
い
う
の
で
は
、
た
し
か
に
そ
の
告
知
に
は
主
観
的
な
評
価
を
伴
う
と
は
い
え
、
客
観
的
な
意
味
範
囲
を
超
え
て
お
り
事
実
と
異
な
る
と

評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
て
い
が
。

以
上
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
『逐
条
解
説
』
の
立
場
を
超
え
て
消
費
者
契
約
法
の
適
用
範
囲
を
幅
広
く
捉
え
よ
う
と
す
る
試

み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
の
動
き
は
、
裁
判
例
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
不

実
告
知
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
ｏ

（３
）
不
実
告
知
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
動
向

（
ａ
）
裁
判
例
の
概
観

消
費
者
契
約
法
四
条

一
項

一
号
に
つ
い
て
、
単
に
当
事
者
が
そ
の
適
用
を
主
張
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
実
際
に
な
ん
ら
か
の
判
断
が
下
さ

れ
て
い
る
裁
判
例
は
、
筆
者
の
探
し
え
た
限
り
、
最
後
の

【消
費
者
契
約
法
四
条
関
連
裁
判
例

一
覧
表
】
に
掲
げ
た
よ
う
に
一
六
件
公
表

さ
れ
て
い
る

（た
だ
し
、
判
決
全
文
は
未
公
刊
で
そ
の
概
要
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
む
）
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
大
部
分
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
（１
）
で
掲
げ
た
要
件
の
う
ち
、
②

「重
要
事
項
」
の
内
容
で
あ
る
。
ま

た
、
要
件
③
に
つ
い
て
も
、
「事
実
と
異
な
る
こ
と
」
の
告
知
の
対
象
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
は
特
に
不
実
告
知
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
商
品
購
入
契
約
等
の
際
に
締
結
し
た
立
替
払
契
約
に

基
づ
く
信
販
会
社
等
の
支
払
い
請
求
に
対
す
る
抗
弁
と
い
う
形
で
、
消
費
者
契
約
法
四
条
違
反
を
根
拠
と
し
て
原
契
約
あ
る
い
は
立
替
払
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契
約
の
取
消
し
を
主
張
す
る
も
の
が
多
い
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
四
条

一
項

一
号
の
要
件
の
う
ち
、
中
心
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ

ｎヽノ。
（ｂ
）
「重
要
事
項
」
の
意
義

上
記

一
五
件
の
裁
判
例
の
う
ち
、
重
要
事
項
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い

［１
１
③
］
（以
下

［カ
ッ
コ
］
内
の
数
字

は
、
後
掲

【消
費
者
契
約
法
四
条
関
連
裁
判
例

一
覧
表
】
に
掲
げ
た
裁
判
例
の
番
号
を
指
す
）
を
除
く
そ
の
他
の
裁
判
例
で
は
、
そ
も
そ

も
不
実
告
知
の
前
提
と
な
る

「重
要
事
項
」
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

「重
要
事
項
」
の
範
囲
を

『逐
条
解
説
』
に
あ
る
よ
う
な
限
定
的
な
形
で
は
な
く
、
か
な
り
幅
広
く
捉
え
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
［１
１
⑤
］
は
、
値
札
表
示
価
格
か
ら
大
き
く
値
引
き
す
る
と
い
う
説
明
を
受
け
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ン

グ
を
購
入
し
た
が
、　
一
般
的
な
小
売
価
格
が
購
入
価
格
の
半
額
未
満
で
あ
っ
た
と
い
う
事
例
で
、
そ
の

「
一
般
的
な
小
売
価
格
」
が
同
法

四
条
四
項

一
号
の

「物
品
の
質
な
い
し
そ
の
他
の
内
容
」
に
あ
た
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
該
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ン

グ
の

「
一
般
的
な
小
売
価
格
」
と
い
う
、
必
ず
し
も
契
約
目
的
物
そ
の
も
の
の
の
価
格
と
は
限
ら
な
い
も
の
を
も
含
む
形
で
、
「契
約
の

目
的
と
な
る
も
の
の
質
、
用
途
そ
の
他
の
内
容
」
を
広
く
捉
え
て
い
る
。

［１
１
①
］
で
は
旅
行
提
供
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
利
用
で
き
る
会
員
契
約
で
、
入
会
金
は
金
融
機
関
の
介
在
す
る
二
者
間
契
約
に
よ
る
分

割
払
い
と
い
う
説
明
を
受
け
て
い
た
が
、
実
際
に
は
消
費
者
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
る
支
払
い
で
あ
っ
た
場
合
に
、
入
会
金
等
の

支
払
方
法
は
重
要
事
項
で
あ
り
、
明
確
な
説
明
を
し
な
か
つ
た
こ
と
が
不
実
告
知
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
入
会
金
そ
の
も
の
で
は
な
ぐ
、

そ
の
支
払
方
法
と
い
う
付
随
的
な
取
引
条
件
を
も
、
重
要
事
項
の
中
に
含
め
て
い
る
。
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［１
１
④
］
は
、
主
債
務
者
が
、
実
質
的
借
主
は
自
分
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
支
払
能
力
が
な
い
こ
と
を
秘
匿
し
、
か
つ
、
そ

の
借
入
れ
の
目
的
に
つ
き
虚
偽
の
発
言
を
し
て
知
人
に
み
ず
か
ら
の
債
務
の
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
さ
せ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主

債
務
者
の
支
払
能
力
を
含
む
上
記
事
項
が
重
要
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

［１
１
⑥
］
は
、
通
信
機
器
の
リ
ー
ス
を
め
ぐ
る
事
案
で
あ
る
。
（２
）
（
↓

で
あ
げ
た

『逐
条
解
説
』
の
黒
電
話
の
事
例
に
よ
れ
ば
、

「
こ
れ
ま
で
の
電
話
は
使
え
な
く
な
る
」
と
い
う
業
者
の
説
明
は
売
買
の
目
的
物
で
あ
る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
や
電
話
機
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
本
判
決
で
は
重
要
事
項
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る

（［１
１
⑦
］
も
電
話

リ
ー
ス
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
光
フ
ア
イ
バ
ー
敷
設
の
た
め
に
は
本
格
的
な
デ
ジ
タ
ル
回
線
が
必
要
と
い
う
事
業
者
の
説
明
は
、

契
約
の
目
的
物
で
あ
る
新
し
い
電
話
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
）
。

［１
１
③
］
は
、
教
材
販
売
会
社
の
販
売
員
が
、
日
本
語
を
あ
ま
り
理
解
し
な
い
母
親
の
留
守
中
に

一
五
歳
の
息
子
の
と
こ
ろ
に
訪
問

を
繰
り
返
し
、
そ
の
息
子
を
通
し
て
母
親
に
教
材
購
入
契
約
を
締
結
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
販
売
員
が
月
々
の

負
担
は
少
な
い
と
説
明
し
、
か
つ
契
約
締
結
時
に
は
具
体
的
な
金
額
を
提
示
せ
ず
に
契
約
書
を
も
ち
帰
っ
た
が
、
実
は
負
担
が
説
明
を
受

け
た
額
の
倍
額
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
販
売
員
み
ず
か
ら
が
教
育
役
務
提
供
を
す
る
か
の
よ
う
な
言
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
認
定

さ
れ
て
い
る
。
判
決
は
、
契
約
金
額
が
重
要
事
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
契
約
締
結
の
重
要
な
動
機
で
あ
る
販
売
員
に
よ
る
役
務
提
供
が
行

わ
れ
る
旨
の
言
動
も
重
要
事
項
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
不
実
告
知
に
あ
た
る
と
判
示
し
て
い
る
。
本
事
案
で
は
、
契
約
の
形
式
は
書
籍
の
販

売
契
約
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
は
役
務
提
供
契
約
も
包
含
す
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
役
務
提
供
を
も
重
要
事
項
に
な
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
契
約
内
容
を
広
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
重
要
事
項
の
範
囲
を
広
く
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に

［１
１
⑪
］

で
も
、
本
来
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
役
務
が
受
け
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
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［１
１
⑫
］
は
、
い
わ
ゆ
る

「点
検
商
法
」
に
よ
る
床
下
換
気
扇
の
設
置
や
防
湿
剤
等
の
購
入
契
約
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
商
品

設
置
の
必
要
性
や
相
当
性
と
い
っ
た
要
素
も
重
要
事
項
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
［１
１
⑩
］
で
は
建
築
請
負
代
金
の
ロ
ー
ン
審
査
が
通
ら
な
い
場
合
の
解
除
の
可
否
、
［１
１
⑭
］
と
そ
の
控
訴
審
で
あ
る

［１
１
⑩
］
で
は
他
社
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
同
種
の
学
習
教
材
の
購
入
契
約
を
、
新
た
な
契
約
締
結
の
た
め
の
資
金
調
達
を
目
的
と

し
て
中
途
解
約
で
き
る
こ
と
の
可
否
な
ど
、
当
該
商
品

ｏ
役
務
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
手
段
が
重
要
事
項
と

さ
れ
て
い
る
。

（
ｃ
）
不
実
告
知
の
内
容

・
方
法

不
実
告
知
の
内
容

・
方
法
に
つ
い
て
も
、
裁
判
例
で
は
、
柔
軟
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
例
で
は
、
直
接
に
は
不
実
告
知
を
せ
ず
、
み
ず
か
ら
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
告
知
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
実
告
知
が

あ
っ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
連
帯
保
証
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
消
費
者
金
融
側
が
、
主
債
務
者
が
虚
偽
の
説
明
を
し
て
い
る

の
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
そ
れ
を
告
げ
な
か
っ
た
場
合

（［１
１
④
じ
、
学
習
教
材
の
販
売
契
約
で
本
来
の
契
約
金
額
を
秘
匿
し
た
場
合

［１
１
③
］
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
明
確
な
不
実
告
知
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
真
実
で
は
な
い
の
に
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
表
示
を
し
た

こ
と
が
不
実
告
知
に
あ
た
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
陳
列
し
て
い
た
宝
飾
品
の
値
札
に

一
般
市
場
価
格
と
い
う
趣

旨
で
実
際
の
価
格
の
三
倍
以
上
に
及
ぶ
価
格
を
表
示
し
て
い
た
場
合

（［１
１
⑤
∪
、
留
学
指
導
の
受
講
契
約
に
お
い
て
、
募
集
要
項
に

「全
て
の
試
験
に
対
応
」
し
て
お
り

「留
学
に
必
要
な
全
て
」
が

「履
修
に
よ
り
確
実
に
な
る
」
と
記
載
し
、
ま
た
相
当
長
期
間
の
個
別

指
導
が
継
続
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
た
場
合

（［１
１
⑪
∪

な
ど
が
あ
る
。
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な
お
裁
判
例
の
中
に
は
、
『逐
条
解
説
』
の
い
う
よ
う
に
、
説
明
に
主
観
的
要
素
を
含
む
場
合
に
は
不
実
告
知
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る

も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
俳
優
養
成
所
へ
の
入
所
契
約
に
際
し
て
配
布
さ
れ
た
募
集
要
項
等
に
養
成
所
を
形
成
す
る
会
社
に
は

「芸
能
界

全
般
に
わ
た
る
強
大
な
出
演
網
」
が
存
在
す
る
と
の
表
現

（［１
１
②
∪

や
、
化
粧
品
販
売
に
際
し
て
な
さ
れ
た

「
こ
の
化
粧
品
を
使
え

ば

一
〇
代
の
肌
の
よ
う
に
な
り
、
し
み
も
し
わ
も
な
く
な
っ
て
き
れ
い
に
な
る
」
と
い
う
説
明

（［１
１
⑮
∪

が
、
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ

れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
大
手
プ
ロ
ダ
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
否
定
さ
れ
た
の
は
や
む
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
ま
っ
た
く
効
用
が
な
い
の
に
そ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
勧
誘
し
た
場
合
に
は
、
す
で
に

（２
）
（ｂ
）
で
紹

介
し
た
見
解
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
不
実
告
知
に
あ
た
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た

「点
検
商

法
」
に
よ
る
床
下
換
気
扇
設
置

・
防
湿
剤
購
入
契
約
で
、
「床
下
が
か
な
り
湿
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
家
が
危
な
い
」
と
い
う
担
当

者
の
経
験
と
感
覚
に
基
づ
く
発
言
が
、
科
学
的
測
定
を
せ
ず
床
下
の
状
況
を
客
観
的
に
確
認
す
る
手
が
か
り
が
な
い
う
え
、
商
品
の
必
要

性
に
つ
い
て
客
観
的
な
資
料

・
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
不
実
告
知
が
あ
っ
た
と
し
た
判
決
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要

が
あ
ろ
う

（［１
１
⑫
∪
。

ま
た
、
事
実
の
不
告
知
は
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
は
不
実
告
知
と
な
ら
な
い
と
す
る
判
決
も
あ
る
が

（［１
１
⑨
じ
、

上
述
し
た
よ
う
な
諸
判
決
の
よ
う
に
、
事
実
の
不
告
知
が
不
実
告
知
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
積
極
的
に
四
条

一
項

一
号
の
適

用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（な
お
、
同
判
決
で
も

「特
段
の
事
情
」
と
い
う
例
外
は
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）
。

（４
）
小
括

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
消
費
者
契
約
法
四
条
に
関
連
す
る
公
表
裁
判
例
の
う
ち
、　
一
項

一
号
の
不
実
告
知
に
つ
い
て
は
、
実
際
の

取
引
に
お
い
て
勧
誘
が
問
題
と
な
る
事
例
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
判
決
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
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そ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
『逐
条
解
説
』
で
は
制
限
的
に
解
さ
れ
て
い
た
要
件
に
つ
い
て
、
か
な
り
柔
軟
に
捉
え
よ
う
と
す
る

試
み
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
「重
要
事
項
」
に
は
い
わ
ゆ
る
動
機
付
け
に
あ
た
る
部
分
も
含

ま
れ
る
と
し
た
り
、
「不
実
告
知
の
内
容

・
方
法
」
に
は
事
実
の
不
告
知
も
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ど
、
そ
の
範
囲
が
か
な
り
拡
大
さ
れ
て

き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
流
れ
の
中
で
、
消
費
者
契
約
法
四
条

一
項

一
号
は
、
実
際
の
紛
争
解
決
に
お
い
て
今
後
ま
す
ま
す
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

３
　
誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅱ

¨
断
定
的
判
断
の
提
供

（四
条

一
項
二
号
）

（１
）
四
条

一
項
二
号
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条

一
項
二
号
は
、
い
わ
ゆ
る

「断
定
的
判
断
の
提
供
」
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
に
契
約
取
消
権
を
付
与
す
る
と

い
う
規
定
で
あ
り
、
①
事
業
者
に
よ
る
勧
誘
、
②
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
に
関
し
、
将
来
に
お
け
る
そ
の
価
額
、
将
来
に
お
い
て
消
費

者
が
受
け
取
る
べ
き
金
額
そ
の
他
の
将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
、
③
断
定
的
判
断
の
提
供
、
④
消
費
者
の
誤
認
、
⑤
断
定
的

判
断
の
提
供
と
誤
認
、
誤
認
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
要
件
と
な
る
。

①

・
④

・
⑤
に
つ
い
て
は
、
２
で
検
討
し
た
不
実
告
知
と
同
じ
議
論
で
あ
る
の
で
そ
こ
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
②

ｏ
③
に
焦
点

を
合
わ
せ
て
、
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（２
）
四
条

一
項
二
号
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
展
開

（
↓

『逐
条
解
説
』
の
見
解
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ま
ず
、
②

「将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『逐
条
解
説
』
に
よ
れ
ば
、
将
来
に
お
い
て
消
費
者
が

財
産
上
の
利
得
を
得
る
か
否
か
を
見
通
す
こ
と
が
契
約
の
性
質
上
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
事
項
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
事
業
者
が
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
効
用

ｏ
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
す
る
場
合
で
、
使
用
条
件
等
、　
一
定
の
条
件
の
も
と
で
客
観

的
に
将
来
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
立
場
か
ら
す
る

と
、
「将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
と
は
、
収
益

・
利
益
に
か
か
わ
る
事
項
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
契
。

次
に
、
③
に
つ
い
て
は
、
『逐
条
解
説
』
に
よ
れ
ば
、
確
実
で
な
い
も
の
が
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
決
め
つ
け
方
を
指
す

も
の
と
さ
れ
、
事
業
者
の
非
断
定
的
な
予
想
な
い
し
個
人
的
予
想
を
示
す
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
相
場
情
報
な
ど
消
費

者
の
判
断
の
材
料
と
な
る
も
の
、
お
よ
び
、
「将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
で
あ
っ
て
も
試
算
の
前
提
と
し
て
の
仮
定
が
明

示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「断
定
的
判
断
の
提
供
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「今
後
も
元
本
割
れ
し
な
い

″だ
ろ

う
″
」
と
告
げ
る
こ
と
は
、
「断
定
的
判
断
の
提
供
」
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
と
す
れ
ば
、
消

費
者
が

「断
定
的
判
断
の
提
供
」
の
有
無
を
含
め
て
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
そ
の
活
用
可
能
性
は
低
く
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

（ｂ
）
学
説
の
展
開

（
ａ
）
で
述
べ
た

『逐
条
解
説
』
の
見
解
に
対
し
て
は
、
潮
見
佳
男
教
授
に
よ
り
、
お
よ
そ

「物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当
該
消

費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
も
れ
な
く
四
条

一
項
二
号
の
対
象
と
な
る
と
い
う
強
い
異
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

道
垣
内
教
授
も
、
『逐
条
解
説
』
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る

「今
後
も
元
本
割
れ
し
な
い

″だ
ろ
う
″
」
と
告
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「だ

ろ
う
」
と
い
う
言
明
、
相
場
情
報
そ
の
他
が
あ
い
ま
っ
て
、
事
業
者
か
ら
消
費
者
に
断
定
的
判
断
が
提
供
さ
れ
た
と
評
価
す
べ
き
場
合
が
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存
在
す
る
こ
と
は
否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
個
々
の
言
明
を

「バ
ラ
バ
ラ
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
状

況
に
お
い
て
、
消
費
者
が
い
か
な
る
理
解
を
す
る
の
が
通
常
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
つ
て
、
形
式
的
に
割
り
切
る
べ

き
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
山
本
敬
三
教
授
は
、
将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
で
は
な
く
て
も
、
断
定
的
判
断
の
提
供
が
誤
認
を
惹
起
す

れ
ば
、
四
条

一
項
二
号
に
基
づ
く
取
消
し
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
（・↓

積
極
的
な
行
為
で
誤
認
さ
せ
る

以
上
取
り
消
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
同
条
文
の
趣
旨
、
ま
た
、
（̈
↓

将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
は
本
来
信
じ
て

は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
取
消
し
を
認
め
る
の
な
ら
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
取
消
し
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
勿
論
解
釈
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

（３
）
裁
判
例
の
具
体
的
検
討

（
ａ
）
裁
判
例
の
概
観

消
費
者
契
約
法
四
条
二
項
に
つ
い
て
、
単
に
当
事
者
が
そ
の
適
用
を
主
張
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
実
際
に
な
ん
ら
か
の
判
断
が
下
さ
れ
て

い
る
裁
判
例
は
、
筆
者
の
探
し
え
た
限
り
、
最
後
の

【消
費
者
契
約
法
四
条
関
連
裁
判
例

一
覧
表
】
に
掲
げ
た
よ
う
に
四
件
公
表
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
が
、
（１
）
で
掲
げ
た
要
件
の
う
ち
、
②
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
に
関
し
、
将
来
に
お

け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
と
、
③
断
定
的
判
断
の
提
供
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
四
条

一
項
二
号
の
要
件
の
う
ち
、
中
心
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
上
記
二
つ
の
点
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く

こ
と

と

し

よ
う

。
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（ｂ
）
将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項

四
条

一
号
二
号
で
い
う

「将
来
に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
と
は
、
同
条
文
に

「価
額
」
や

「金
額
」
と
い
う
文
言
が
出
て
く

る
こ
と
か
ら
も
想
定
で
き
る
よ
う
に
、
通
常
は

『逐
条
解
説
』
の
い
う
よ
う
に
収
益

・
利
益
に
か
か
わ
る
事
項
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
内
職
商
法
に
お
い
て

「月
二
万
円
は
稼
げ
る
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
場
合

（［２
１
③
∪

な
ど
は
、
そ
の

典
型
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
よ
う
な
明
確
な
形
で
利
益
が
得
ら
れ
る
と
表
示
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
将
来
利
益
を

得
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
発
言
を
事
業
者
側
が
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
発
言
内
容
は

「将
来
に
お
け

る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
灯
油
の
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
事
例
で
、
「灯
油
は
必
ず
下
げ
て
く
る
」
、
「当
た

り
の
宝
く
じ
を
買
う
よ
う
な
も
の
」
、
「銀
行
に
預
け
る
よ
り
○
○

（勧
誘
し
た
従
業
員
名
―
―
筆
者
注
）
に
お
金
を
預
け
て
ほ
し
い
」
、

取
引
で
損
失
が
発
生
し
た
場
合
に
支
払
う

「追
証
拠
金
を
出
さ
ず
に
取
引
を
続
け
る
や
り
方
が
あ
る
の
で
私
に
任
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
っ

た
発
言
を
し
た
場
合

（［２
１
④
∪

が
あ
る

（ち
な
み
に
こ
の
事
例
で
は
、
担
当
者
の

「上
場
企
業
の
部
長
で
あ
る
私
を
信
用
し
て
」
と

い
う
発
言
に
つ
い
て
も
、
断
定
的
判
断
の
提
供
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
）。

こ
の
ほ
か
、
み
ず
か
ら
の
境
遇
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
女
性
が
易
学
院
と
の
間
で
締
結
し
た
易
学
受
講
契
約
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
改

名

・
ペ
ン
ネ
ー
ム
作
成
、
印
鑑
製
作
な
ど
の
付
随
契
約
の
う
ち
、
後
者
の
付
随
契
約
に
つ
い
て
、
運
勢
や
将
来
の
生
活
状
態
も

「将
来
に

お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
に
あ
た
る
と
し
た
事
例
が
あ
る

（［２
１
①
∪
。
も
っ
と
も
控
訴
審
で
あ
る

［２
１
②
］
で
は
、
「将
来

に
お
け
る
変
動
が
不
確
実
な
事
項
」
と
は
財
産
上
の
利
得
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
り
、
漠
然
と
し
た
運
勢
、
運
命
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
、

四
条

一
項
二
号
の
適
用
は
否
定
さ
れ
て
い
る

（別
途
、
事
業
者
側
に
公
序
良
俗
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
最
終
的
に
は
契
約
無
効
を
認
定

し
て
い
る
）
。
条
文
の
体
裁
上
、
上
記
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
こ
と
に
は
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
本
来
は
、
収
益

・
利
益
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に
か
か
わ
ら
ず
契
約
締
結
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
の
提
供
が
あ
る
場
合
に
は
取
消
し
が
可
能
と
な
る
と
い

う
形
に
条
文
そ
の
も
の
の
体
裁
を
改
め
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ｃ
）
断
定
的
判
断
の
提
供

断
定
的
判
断
の
提
供
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
［２
１
④
］
が
非
常
に
興
味
深
い
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
断

定
的
判
断
の
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
顧
客
の
行
動
や
当
日
の
商
品
先
物
取
引
の
状
況
か
ら
な
か
ば
推
測
す
る
よ
う
な
形
で
認
定
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
顧
客
は
第

一
回
目
の
取
引
に
際
し
て
み
ず
か
ら
追
証
拠
金

（追
証
）
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
、
取
引
枚
数
を

限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
断
定
的
判
断
の
提
供
が
な
け
れ
ば
同
じ
日
に
第
二
回
目
の
取
引
は
行
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
判
示

す
る
。
ま
た
、
損
失
が
生
じ
て
追
証
状
態
に
な
っ
て
も
、
顧
客
が
特
段
の
指
示
を
せ
ず
任
せ
て
無
人
島
に
旅
行
に
出
か
け
た
こ
と
か
ら
、

「私
に
任
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
担
当
者
の
発
言
が
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、
顧
客
が
取
引
終
了
後
に
詳

細
に
メ
モ
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
も
、
断
定
的
判
断
の
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
に
な
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
断
定
的
判
断
の
提
供
に
つ
い
て
明
確
な
立
証
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
周
囲
の
状
況
を
も
と
に
認
定
し
て
い
る
点
は
、

消
費
者
側
の
立
証
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（４
）
小
括

断
定
的
判
断
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
不
実
告
知
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
裁
判
例
は
若
干
少
な
い
。
と
は
い
え
裁
判
例
で
は
、
『逐
条
解

説
』
ほ
ど
に
は
断
定
的
判
断
の
提
供
の
範
囲
を
狭
く
捉
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
で
適
用
し
て
い
こ
う
と
し
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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４
　
誤
認
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅲ
¨
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知

（四
条
二
項
）

（１
）
四
条
二
項
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条
二
項
は
、
「故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
に
つ
い
て
の
不
告
知
」
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
に
契
約
取
消
権
を
付

与
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
①
事
業
者
に
よ
る
勧
誘
、
②
契
約
の
重
要
事
項
ま
た
は
当
該
重
要
事
項
に
関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
消
費

者
の
利
益
に
な
る
旨
の
告
知
、
か
つ
、
③
当
該
重
要
事
項
に
関
す
る
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
事
実
の
故
意
に
よ
る
不
告
知
、
④
消
費
者

の
誤
認
、
⑤
不
実
告
知
と
誤
認
、
誤
認
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
、
そ
の
要
件
と
な
る
。

こ
こ
で
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
議
論
の
対
象
と
な
る
要
件
は
、
③
の

「故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
事
業
者
の
故
意
の
立
証
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終

的
に
は
故
意
を
要
件
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
強
い
疑
間
を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（２
）
四
条
二
項
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
展
開

（
↓

『逐
条
解
説
』
の
見
解

「消
費
者
の
利
益
に
な
る
旨
」
の
告
知
お
よ
び

「当
該
重
要
事
項
に
不
利
益
と
な
る
事
実
」
の
故
意
に
よ
る
不
告
知
の
有
無
は
、
消
費

者
契
約
法
四
条
二
項
が
個
別
の
勧
誘
場
面
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
個
別
具
体
的
な
消
費
者
の
利
益
ま
た
は
不
利

益
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
個
別
の
取
引
に
よ
り
そ
く
し
た
形
で
の
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、

「消
費
者
の
利
益
に
な
る
旨
」
の
告
知
と

「消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
事
実
」
の
故
意
に
よ
る
不
告
知
と
は
、　
″か
つ
″
と
い
う
文
言
で

結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
双
方
を
充
た
す
よ
う
な
勧
誘
で
な
け
れ
ば
契
約
取
消
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
実
際
に
は
さ
ら
に
適
用
範

囲
が
限
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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実
際
、
『逐
条
解
説
』
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
Ｃ
Ｓ
チ
ュ
ー
ナ
ー
セ
ツ
ト
を
買
え
ば
す
ぐ
に
Ｃ
Ｓ
放
送
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
購
入

し
た
場
合
に
、
取
付
け
機
材
が
必
要
な
こ
と
が
カ
タ
ロ
グ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
販
売
店
で
も
説
明
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
で
は
、

事
業
者
は
消
費
者
の
利
益
と
な
る
旨
を
告
げ
て
い
な
い
の
で
、
消
費
者
契
約
法
四
条
二
項
の
適
用
対
象
外
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（ｂ
）
学
説
の
展
開

（
ａ
）
で
述
べ
た

『逐
条
解
説
』
で
述
べ
た
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
四
条
二
項
の
立
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
批
判
が
高

ま
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
山
本
教
授
は
、
不
利
益
事
実
の
不
告
知
と
は
、
利
益
に
な
る
旨
の
み
を
告
げ
て
不
利
益
と
な
る
事
実
は
存
在
し
な
い
と
思
わ

せ
る
行
為
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
不
実
告
知
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、　
一
般
的
な
情
報
提
供
義
務
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
な
ら
、
先
行
行
為
や
故
意
の
存
在
に
関
わ
り
な
く
、
不
利
益
事
実
の
不
告
知
が
あ
れ
ば
取
消
し
を
認
め
て
よ
い
こ
と
に
な
る
と
し

て
、
立
法
論
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成

一
六
年
に
改
正
さ
れ
た
特
定
商
取
引
法
で
は
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
な
い
行
為

（故
意
に
よ
る
事
実
の
不
告
知
）
が
あ
り

そ
れ
に
よ
り
当
該
事
実
が
な
か
っ
た
と
誤
認
し
た
こ
と
の
み
を
契
約
取
消
し
の
要
件
と
し
、
消
費
者
契
約
法
で
は
要
求
さ
れ
て
い
る
利
益

に
な
る
旨
の
告
知
は
そ
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い

（九
条
の
二
第

一
項
二
号
、
二
四
条
の
二
第

一
項
二
号
、

四
〇
条
の
三
第

一
項
二
号
、
四
九
条
の
二
第

一
項
二
号
、
五
八
条
の
二
第

一
項
二
号
）
。

（３
）
裁
判
例
の
検
討

（
ａ
）
裁
判
例
の
概
観

消
費
者
契
約
法
四
条
二
項
に
つ
い
て
、
単
に
当
事
者
が
そ
の
適
用
を
主
張
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
実
際
に
な
ん
ら
か
の
判
断
が
下
さ
れ
て

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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い
る
裁
判
例
は
、
筆
者
の
探
し
え
た
限
り
、
最
後
の

【消
費
者
契
約
法
四
条
関
連
裁
判
例

一
覧
表
】
に
掲
げ
た
よ
う
に
七
件
公
表
さ
れ
て

い
る

（た
だ
し
、
判
決
全
文
は
未
公
刊
で
そ
の
概
要
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
む
）
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
（１
）
で
掲
げ
た
要
件
の
う
ち
、
②

「重
要
事
項
」
の
内
容
、
③
利
益
告
知

・
④
故

意
に
よ
る
不
利
益
告
知
の
有
無
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
四
条
二
項
の
要
件
の
う
ち
、
「重
要
事
項
」
の
内
容
、
事
業
者
の

「故
意
」
の
有
無
、
利
益
告
知
お
よ
び
不
利
益
告
知
の

有
無
の
順
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

（ｂ
）
「重
要
事
項
」
の
内
容

四
条
二
項
に
お
い
て
も
、
す
で
に
２

（３
）
（ｂ
）
で
検
討
し
た
不
実
告
知
の
場
合
と
同
様
に
、
「重
要
事
項
」
の
範
囲
は
や
は
り
広
く

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
俳
優
養
成
所
入
所
契
約
に
お
い
て
当
初
の
契
約
金
額
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
三
カ
月
の
基
本
レ
ッ
ス
ン

修
了
後
に
歌
手
コ
ー
ス
に
入
る
際
の
月
謝
の
値
上
げ
の
有
無

（［３
１
①
∪

も

「重
要
事
項
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
悪
質
リ
フ
オ
ー
ム
エ
事
と
し
て
の
床
下
補
強
工
事
請
負
契
約
に
と
も
な
う
立
替
払
契
約
に
基
づ
き
、
信
販
会
社
が
顧
客
に
立
替

金
の
支
払
い
を
請
求
し
た
事
例
で
、
分
割
払
い
の
用
途

（原
因
）
で
あ
る
耐
震

・
大
風
に
対
す
る
工
事
自
体
に
有
効
性
が
な
い
こ
と
が
不

利
益
事
実
に
あ
た
る
と
し
て
、
立
替
払
契
約
自
体
の
取
消
し
を
認
め
た
も
の
が
あ
る

（［
３
１
⑦
∪
。
ち
な
み
に
、
購
入
代
金
の
立
替
払

契
約
に
基
づ
く
支
払
請
求
の
可
否
を
論
ず
る
他
の
裁
判
例
で
は
、
割
賦
販
売
法
三
〇
条
の
四
に
規
定
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
抗
弁
の
対
抗

（抗
弁
権
の
接
続
）
を
認
め
る

（［１
１
③
］
［１
１
⑫
］
［１
１
⑭
］
［１
１
⑮
］
［１
１
⑩
∪
、
あ
る
い
は
信
販
会
社
が
媒
介
の
委
託
を
受

け
た
第
三
者
に
あ
た
る
と
し
て
消
費
者
契
約
法
五
条
を
適
用
す
る

（［５
１
⑤
∪

と
い
う
処
理
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決

は
立
替
払
契
約
に
四
条
を
直
接
適
用
し
て
取
消
し
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
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（
ｃ
）
利
益
告
知

・
不
利
益
告
知
の
有
無

（１
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
四
条
二
項
で
は
、
「契
約
の
重
要
事
項
ま
た
は
当
該
重
要
事
項
に
関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
消
費
者
の
利

益
に
な
る
旨
の
告
知
」
（利
益
告
知
）
を
し
た
う
え
で
、　
″か
つ
″
、
「当
該
重
要
事
項
に
関
す
る
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
事
実
の
故
意

に
よ
る
不
告
知
」
（不
利
益
告
知
）
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
多
く
の
裁
判
例
で
は
、
利
益
告
知
と
不
利
益
告
知
の

有
無
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
、
利
益
告
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
不
利
益
告
知
や
故
意
の
有
無
に
つ
い
て
は
判
断

し
な
い

（［
３
１
③
］
［
３
１
⑥
じ
、
あ
る
い
は
不
利
益
告
知
が
な
さ
れ
た
と
し
て
利
益
告
知
の
有
無
や
故
意
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
い

含
３
１
④
］
［３
１
⑤
］）
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
［
３
１
⑦
］
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
利
益
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
せ
ず
、
不
利
益
事
実
が
あ
っ
た
こ

と
の
み
を
認
定
し
て
、
四
条
二
項
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
本
来
は
、
（２
）
（ｂ
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
利
益
告
知
と
い
う
先
行
行
為
な

し
に
、
不
利
益
事
実
の
不
告
知
の
み
が
認
定
さ
れ
れ
ば
契
約
の
取
消
し
を
認
め
る
と
い
う
形
で
の
立
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

（仮
に
、
故
意
の
要
件
を
外
す
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
も
、
特
定
商
取
引
法
と
同
様
に
、
利
益
告
知
の
有
無
を
問
わ
ず
に
故
意
に
よ
る
不

利
益
事
実
の
告
知
が
あ
っ
た
場
合
に
取
消
し
を
認
め
る
形
で
の
立
法
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
）
。
も
っ
と
も
、
現
行
条
文
の
構
造
上
は
利

益
告
知
と
不
利
益
告
知
の
双
方
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
双
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
そ
の

認
定
基
準
を
緩
や
か
に
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（ｄ
）
故
意
の
有
無

す
で
に

（ｂ
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
利
益
告
知
ま
た
は
不
利
益
告
知
が
な
い
と
し
て
故
意
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
裁

判
例
も
存
在
す
る
が
、
故
意
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
し
た
裁
判
例
も
若
干
存
在
す
る
。
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［３
１
①
］
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
歌
手
志
望
の
中
国
人
男
性

（Ｘ
）
と
俳
優
養
成
所

（Ｙ
）
と
の
間
の
入
所
契
約
に
お
い

て
、
３
カ
月
の
基
本
レ
ッ
ス
ン
を
終
え
て
か
ら
歌
手
コ
ー
ス
に
移
る
際
の
月
謝
の
値
上
げ
に
関
す
る
不
告
知
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
判
決
で
は
、
「
Ｙ
が
Ｘ
に
月
謝
の
値
上
げ
を
告
げ
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
Ｘ
が
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
し

か
も
、
こ
の
事
実
は
Ｙ
に
お
い
て
も
認
識
し
得
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｙ
に
は

『故
意
』
が
あ
つ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
重
要
事
項
の
告
知
を
し
な
い
こ
と
自
体
か
ら
詐
欺
の
存
在
を
推
認
す
る
と
い
う
形
で
、
「故

意
」
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
悪
質
リ
フ
オ
ー
ム
に
よ
る
床
下
補
強
工
事
請
負
契
約
を
め
ぐ
る

［３
１
⑦
］
で
も
、
信
販
会
社
は
立
替
払
契
約

（ロ
ー
ン
契
約
）

勧
誘
に
際
し
て
工
事
会
社
の
社
員
を
通
じ
て
行
動
を
し
て
お
り
、
そ
の
社
員
は
当
該
工
事
が
有
効
で
な
い
工
事
で
あ
る
こ
と
は
当
然
知
っ

て
い
た
と
推
認
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
が
、
実
際
に
当
事
者
と
同
様
の
行
動
を
し
て
い
る

者
に
故
意
が
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
四
条
二
項
に
い
う

「故
意
」
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

（４
）
小
括

以
上
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
つ
い
て
も
、
不
実
告
知
に
く
ら
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
裁
判
例
が
多
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
要
件
を
柔
軟
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
四
条
二
項
の
適
用
を
制
限
す
る

要
件
と
考
え
ら
れ
て
い
た

「故
意
」
に
つ
い
て
、
明
確
な
故
意
が
立
証
で
き
な
く
と
も
、
周
辺
の
状
況
か
ら
事
実
上
の
推
定
を
行
っ
て
い

る
裁
判
例
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
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５
　
困
惑
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ｉ

¨
事
業
者
の
不
退
去

（四
条
三
項

一
号
）

（１
）
四
条
三
項

一
号
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条
三
項

一
号
は
、
「事
業
者
の
不
退
去
」
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
に
契
約
取
消
権
を
付
与
す
る
と
い
う
規
定
で

あ
り
、
①
事
業
者
に
よ
る
勧
誘
、
②
消
費
者
の
事
業
者
に
対
す
る
、
住
居
ま
た
は
そ
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
所
か
ら
退
去
す
べ
き
旨
の

意
思
表
示
、
③
事
業
者
に
よ
る
不
退
去
、
④
消
費
者
の
困
惑
、
⑤
事
業
者
の
不
退
去
と
困
惑
、
さ
ら
に
困
惑
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係

の
有
無
が
、
そ
の
要
件
と
な
る
。

（２
）
四
条
三
項

一
号
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
展
開

『逐
条
解
説
』
で
は
、
こ
の
事
業
者
の
不
退
去
に
つ
い
て
は
、
そ
の
条
文
が
比
較
的
柔
軟
に
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
②
の

「退
去

す
べ
き
旨
の
意
思
表
示
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
「帰
っ
て
く
れ
」
、
「お
引
き
取
り
下
さ
い
」
と
告
知
し
た
場
合
の
よ
う
に
退
去
す
べ
き

旨
の
意
思
を
直
接
的
に
表
示
し
た
場
合
を
指
す
が
、直
接
的
に
表
示
し
た
場
合
と
同
様
の
要
保
護
性
が
消
費
者
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

社
会
通
念
上
ヽ
退
去
す
べ
き
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
場
合
と
は
、
（・↓

時
間
的
な
余
裕
が
な
い
旨

（「時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
」
「
い
ま
取
り
込
み
中
で
す
」
で
」
れ
か
ら
出
か
け
ま
す
し

等
を
消
費
者
が
告
知

し
た
場
合
、
（̈
↓

当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
い
旨

（「要
ら
な
い
」
「結
構
で
す
」
「お
断
り
し
ま
す
し

を
消
費
者
が
明
確
に
告
知

し
た
場
合
、
（̈
じ

口
頭
以
外
の
手
段
に
よ
り
消
費
者
が
意
思
を
表
示
し
た
場
合

（例
え
ば
、
身
振
り
手
振
り
で

「帰
っ
て
く
れ
」
「契
約

を
締
結
し
な
い
」
と
い
う
動
作
を
し
た
場
合
）
の
三
つ
で
あ
る
。
ま
た
③
の
不
退
去
に
つ
い
て
は
、
滞
留
時
間
の
長
短
を
問
わ
な
い
も
の

と
す
る
。

本
条
文
に
つ
い
て
は
、
学
説
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
異
論
が
み
ら
れ
な
い
。
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（３
）
裁
判
例

本
条
文
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
わ
ず
か
に
、
裁
判
例
紹
介
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

［裁
判
例
４
１
①
］

一
件
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
事
業
者
の
従
業
員
が
午
前

一
一
時
こ
ろ
に
来
訪
し
床
下
扇
風
機
設
置
を
勧
誘

し
た
た
め
、
消
費
者
は

「機
械
は
必
要
な
い
、
帰
っ
て
く
れ
」
と
発
言
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
業
員
は
退
去
せ
ず
勧
誘
を
続

け
て
、
午
後
六
時
半
こ
ろ
に
つ
い
に
当
該
扇
風
機
を
設
置
す
る
契
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

判
決
で
は
、
『逐
条
解
説
』
の
解
説
に
従
う
形
で
、
不
退
去
に
は
、
退
去
の
意
思
を
明
示
的
に
示
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た

と
え
黙
示
的
で
あ
っ
て
も
社
会
通
念
上
、
退
去
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
思
が
示
さ
れ
た
場
合
も
含
む
と
し
て
、
消
費
者
か
ら
の
契
約
取
消

し
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（４
）
小
括

（３
）
で
も
み
た
よ
う
に
、
本
条
文
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
本
条
文
が
利
用

さ
れ
る
場
面
が
社
会
の
中
で
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
業
者
の
不
退
去
は
、
訪
問
販
売
の
場
面
で
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
、
特
定
商
取
引
法
上
の
訪
間
販
売
の
規
定
も
適
用

可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
者
の
不
退
去
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
は
、
事
業
者
と
契
約
を
締
結
し
た
後
、
時
間
を
あ
ま
り
お
か
ず
に

契
約
関
係
を
解
消
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
期
間
内
に
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
を
申
し

出
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
を
解
除
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。　
一
１
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成

一
六
年
の

特
定
商
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
事
業
者
に
よ
る
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
妨
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
事
実
上
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
期
間
が

延
長
さ
れ
そ
の
間
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
の
影
響
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
に
よ
っ
て
は
、
契
約
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
と
ま
た
事
業
者
が
訪
間
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
や
恐
怖
か

ら
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
期
間
内
に
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
本

条
文
の
役
割
が
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
本
条
文
は
、
特
定
商
取
引
法
に
よ
る
消
費
者
の
救
済
が
難
し
い

場
面
で
の
安
全
弁
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

６
　
困
惑
に
よ
る
契
約
取
消
権
Ⅱ

¨
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害

（四
条
三
項
二
号
）

（１
）
四
条
三
項
二
号
の
概
要

消
費
者
契
約
法
四
条
三
項
二
号
は
、
「事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害
」
が
あ
っ
た
場
合
に
、
消
費
者
に
契
約
取
消
権
を
付
与

す
る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
①
事
業
者
に
よ
る
勧
誘
、
②
事
業
者
が
住
居
ま
た
は
そ
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
所
か
ら
退
去
す
る
旨
の
消

費
者
の
意
思
表
示
、
③
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害
、
④
消
費
者
の
困
惑
、
⑤
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
へ
の
退
去
妨
害
と
困
惑
、

さ
ら
に
困
惑
と
意
思
表
示
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
、
そ
の
要
件
と
な
る
。

（２
）
四
条
三
項
二
号
を
め
ぐ
る
解
釈
論
の
展
開

『逐
条
解
説
』
で
は
、
②
に
つ
い
て
は
、
４
で
と
り
あ
げ
た
事
業
者
の
不
退
去
と
同
様
に
そ
の
要
件
は
柔
軟
に
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

③
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
事
業
者
の
不
退
去
と
同
様
に
拘
束
時
間
の
長
短
を
問
わ
な
い
。
さ
ら
に
、
物
理
的
な
方
法
で
あ
る
か
、
心
理
的

な
方
法
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
消
費
者
の
一
定
の
場
所
か
ら
の
脱
出
を
不
可
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
す
る
行
為
を
い
う
と
さ
れ
て
い
が
。

学
説
も
そ
の
点
に
関
し
て
、
特
に
大
き
な
異
論
は
み
ら
れ
な
い
。

な
お
、
い
わ
ゆ
る
催
眠
商
法

・
Ｓ
Ｆ
商
法
で
行
わ
れ
る
幻
惑
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
三
項
二
号
の
要
件
に
該
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当
し
な
い
た
め

（具
体
的
に
は
、
②
の
意
思
表
示
も
な
く
、
③
の
退
去
妨
害
も
な
い
）
、
同
法
に
よ
る
契
約
の
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
。

た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
困
惑
に
よ
る
契
約
の
取
消
し
と
は
、
不
当
な
勧
誘
行
為
に
影
響
さ
れ
て
望
ま
な
か
っ
た
は
ず
の
契
約
を
さ

せ
ら
れ
た
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
定
的
に
重
要
な
の
は
消
費
者
の
意
思
決
定
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
か
ど

う
か
で
あ
る
か
ら
、
不
退
去
や
監
禁
と
い
う
特
定
の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
幻
惑
さ
れ
た
場
合
に
も
取
消
し
を
認
め
る
よ
う

な
よ
り
包
括
的
な
規
定
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（３
）
裁
判
例

四
条
三
項
二
号
の
当
否
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
裁
判
例
は
、
筆
者
が
探
し
え
た
限
り
、
五
件
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
、
事
業
者
に
よ

る
消
費
者
の
退
去
妨
害
を
肯
定
し
た
も
の
が
四
件
、
否
定
し
た
も
の
が
二
件
で
あ
る

（た
だ
し
、
肯
定
例
の
う
ち

［５
１
③
］
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
退
去
妨
害
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
消
費
者
に
よ
る
法
定
追
認
が
あ
っ
た
と
し
て
、
結
果
的
に
本
条
文
の
適
用
を
否
定

し
て
い
る
）
。

ま
ず
、
肯
定
例
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
［５
１
①
］
は
、
家
出
中
で
定
職
も
収
入
も
な
い
Ｙ

（被
告
）
が
、
販
売
会
社
Ａ
の
従
業
員

Ｂ
に
よ
り
絵
画
の
展
示
場
に
連
れ
込
ま
れ
て
絵
画
の
購
入
を
勧
め
ら
れ
た
の
で
絵
画
に
は
興
味
が
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
話
し
て
断
っ
た

が
、
従
業
員
が
そ
の
者
の
言
動
を
無
視
す
る
よ
う
に
勧
誘
を
続
け
て
、
絵
画
の
価
額
以
外
に
ク
レ
ジ
ツ
ト
の
支
払
方
法
な
ど
具
体
的
な
契

約
条
件
等
を
示
さ
な
い
ま
ま
署
名
押
印
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る

（な
お
原
告
Ｘ
は
、
信
販
会
社
で
あ
る
）
。
判
決
は
、
「
Ｂ
は

『退
去

さ
せ
な
い
』
旨
Ｙ
に
告
げ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ｂ
の
一
連
の
言
動
は
そ
の
意
思
を
十
分
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
は
Ａ
の
不
適
切

な
前
記
勧
誘
行
為
に
困
惑
し
、
自
分
の
意
に
反
し
て
契
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
契
約
取
消
し
を
認
め
た
。

こ
こ
で
は
、
明
確
な
退
去
妨
害
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
連
の
状
況
か
ら
退
去
妨
害
の
意
思
を
推
測
す
る
と
い
う
形
で
、
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四
条
三
項
二
号
の
要
件
が
若
干
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

［５
１
⑤
］
は
、
人

一
歳
の
女
性
が
や
は
り
展
示
会
場
に
連
れ
込
ま
れ
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
購
入
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
消
費
者
が
帰
宅
し
た
い
と
告
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
が
勧
誘
を
続
け
た
こ
と
が
退
去
妨
害
に
あ
た
る
と
判
示
さ
れ
て
い

ｚｅ
。ま

た
、
［５
１
②
］
∩
２
１
①
］
と
伺
じ
）
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
易
学
受
講
契
約
の
締
結
に
際
し
て
、
四
条

一
項
二
号
の
断

定
的
判
断
の
提
供
と
四
条
三
項
二
号
の
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
の
退
去
妨
害
の
双
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
四
条
三
項
二
号
に
い
う

「当
該
消
費
者
を
退
去
さ
せ
な
い
こ
と
」
と
は
、
『逐
条
解
説
』
と
同
様
に
、
物
理
的

あ
る
い
は
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
に
当
該
消
費
者
の
退
去
を
困
難
に
さ
せ
た
場
合
を
指
す
が
、
本
事
案
で
も
、
厳
し

い
口
調
で
ひ
き
と
め
る
事
業
者
の
言
動
に
よ
り
消
費
者
が
心
理
的
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
て
退
去
が
困
難
に
な
っ
た
と
し
て
、
同
条
文
に
基
づ

く
契
約
取
消
し
を
認
め
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
否
定
例
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
両
判
決
と
も
退
去
妨
害
を
制
限
的
に
解
し
た
も
の
で
は
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
［５
ｌ
④
］
∩
３
ｌ
④
］
と
同
じ
）
は
消
費
者
に
よ
る
退
去
妨
害
に
つ
い
て
、
消
費
者
側
が
十
分
に
立
証
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
理

由
に
そ
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。
ま
た
、
［５
１
③
］
∩
２
上
②
］
と
同
じ
）
は
、
［５
１
②
］
∩
２
１
①
］
と
同
じ
）
の
控
訴
審
で
あ

る
が
、
消
費
者
が
事
業
者
宅
を
退
去
し
た
時
点
で
追
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
後
受
講
料
の
一
部
を
払
い
実
際

に
易
学
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
法

一
二
五
条
に
い
う

「
一
部
の
履
行
」
が
あ
り
法
定
追
認
が
な
さ
れ
た
と
し
て
、
消
費
者
契
約

法
四
条
三
項
二
号
の
適
用
を
排
斥
し
て
い
蓼
。
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（４
）
小
括

（３
）
で
み
た
よ
う
に
、
本
条
文
を
め
ぐ
る
裁
判
例
で
は
、
と
り
わ
け
退
去
妨
害
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
が
柔
軟
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
「退
去
さ
せ
な
い
」
と
明
確
に
告
げ
な
く
と
も
、
厳
し
い
口
調
で
ひ
き
と
め
る

（［５
１
②
］
［５
１
③
じ
、
あ
る
い
は
、
単
に

消
費
者
の
退
去
し
た
い
と
い
う
希
望
を
無
視
す
る
形
で
勧
誘
を
継
続
し
た
こ
と
自
体
が
、
退
去
妨
害
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
条
文
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
例
え
ば

［５
１
①
］
の
よ
う
に
路
上
で
勧
誘
を
受
け
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ッ
チ
セ

ー
ル
ス
に
あ
た
る
場
面
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
定
商
取
引
法
上
、
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
も
訪
問
販
売
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
に
よ
り
契
約
を
解
消
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
［５
１
①
］
で
は
顧
客
と
な
っ
た
者

が
家
出
中
に
路
上
で
勧
誘
さ
れ
、
展
示
会
場
に
連
れ
込
ま
れ
る
形
で
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
相
当
の
時
間
が
経
過
ｔ
て
か
ら
契
約
の
解

消
を
決
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
条
文
は
、
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
が
機
能
し
な
い
場
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〓
一　
ま
と
め
―
―
消
費
者
契
約
法
四
条
の
あ
り
方
と
今
後
の
課
題

１
　
裁
判
実
務
に
お
け
る
消
費
者
契
約
法
四
条
の
意
義

（１
）
各
取
消
事
由
に
お
け
る
要
件
の
柔
軟
な
把
握

以
上
で
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
に
関
す
る
裁
判
例
を
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
順
次
検
討
し
て
き
た
。
い
ず
れ
の
取
消
事
由
を
め
ぐ

法政研究11巻 1・ 2・ 3・ 4号 (2007年 )
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る
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
消
費
者
契
約
法
の
規
定
自
体
、
あ
る
い
は

『逐
条
解
説
』
で
そ
の
適
用
範
囲
に
絞
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
要
件

に
つ
い
て
は
、
柔
軟
に
把
握
し
て
、
契
約
取
消
権
の
行
使
可
能
範
囲
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
試
み
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

特
に
、
消
費
者
契
約
法
四
条
四
項
に
い
う

「重
要
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
そ
の
適
用
外
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
は
ず
の
契
約
締
結
の

動
機
に
か
か
わ
る
事
項
を
も
包
含
す
る
よ
う
な
形
で
要
件
の
拡
張
を
図
る
裁
判
例
が
多
い
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（２
）
他
の
法
理
に
よ
る
解
決
へ
の
消
費
者
契
約
法
の
影
響

ま
た
裁
判
例
の
中
に
は
、
消
費
者
契
約
法
の
規
定
に
よ
り
直
接
紛
争
の
解
決
が
図
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
法
理
に
よ
る
解
決

に
際
し
て
、
消
費
者
契
約
法
の
立
法
趣
旨
が
影
響
を
与
え
て
い
る
事
案
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
東
京
簡
判
平
成

一
七
年
二
月
三
日

（平
成

一
六
年

（
ハ
）

一
一
三
三
三
号
）
は
、
貸
金
業
者
が
借
主
と
連
帯
保
証
人
に
対

し
て
貸
金
契
約
及
び
連
帯
保
証
契
約
に
基
づ
き
、
貸
金
の
返
還
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
直
接
に
は
、
貸
金
業
法

一
七
条
の
要
件
を
み
た
さ

な
い
書
面
の
交
付
が
あ
っ
た
と
し
て
、
利
息
制
限
法
超
過
部
分
の
み
な
し
弁
済
を
認
め
る
同
法
四
三
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事

例
で
あ
る
。

た
だ
判
決
中
で
は
、
当
該
貸
金
契
約
が
消
費
者
契
約
法
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
資
金
需
要
者

（債
務
者
）
も
広
い

意
味
で
消
費
者
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「事
業
者
に
は
契
約
締
結
に
必
要
か
つ
正
確
な
情
報
提
供
と
説
明
義
務
が
求
め
ら
れ
、
消
費
者
契
約
法
四
条
で
は
、
不
実
告
知
、
不
利

益
事
実
の
不
告
知
等
に
よ
り
消
費
者
が
誤
認
し
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
契
約
の
取
消
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
金
銭
消
費

貸
借
契
約
に
お
い
て
も
、
そ
の
法
の
精
神
は
信
義
則
の
適
用
と
し
て
及
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
契
約
法
が

一
定
の
場
合
に
契
約
取
消
権
を
認
め
た
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
同
法
の
規
定
が
、
他
の
法
理
の
適
用
に

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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際
し
て
も
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

２
　
特
定
商
取
引
法
上
の
契
約
取
消
権
と
の
関
係

１
で
述
べ
た
よ
う
な
裁
判
例
の
傾
向
を
み
た
と
き
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
特
定
商
取
引
法
上
の
契
約
取
消
権
で
あ
る
。
不
実
告
知
お
よ

び
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
関
し
て
は
、
平
成

一
六
年
の
特
定
商
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
同
様
の
契
約
取
消
権
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
立
法
担
当
者
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
急
増
に
対
応
す
る
た
め
、
民
法
や
消
費
者
契
約
法
で
は

取
り
消
せ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
定
商
取
引
法
で
意
思
表
示
の
取
消
し
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
を
受
け
た
消
費
者
の
救
済
を

図
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
み
る
と
、
特
定
商
取
引
法
で
は
、
①
不
実
告
知
の
対
象
と
な
る
事
項
に
、
「顧
客
が
契
約
締

結
を
必
要
と
す
る
事
情

（
＝
動
機
付
け
）
に
関
す
る
事
項
」
ま
で
含
む
な
ど
、
消
費
者
に
よ
り
契
約
取
消
権
行
使
の
範
囲
が
消
費
者
契
約

法
に
く
ら
べ
て
相
当
大
き
く
拡
げ
ら
れ
て
い
る

（【表
２
】
参
照
）。
ま
た
、
③
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
つ
い
て
も
、
そ
の

よ
う
な
不
告
知
の
前
に
消
費
者
の
利
益
と
な
る
事
実
を
告
げ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
点
で
、
や
は
り
要
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
特
定
商
取
引
法
で
は
、
消
費
者
契
約
法
と
は
異
な
り
、
断
定
的
判
断
の
提
供
、
事
業
者
の
不
退
去
、
事
業
者
に
よ
る
消
費

者
へ
の
退
去
妨
害
は
、
契
約
取
消
し
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
取
引
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
不
実
告
知
と
故
意

に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
つ
い
て
よ
り
広
い
救
済
が
図
れ
る
こ
と
か
ら
、
消
費
者
契
約
法
よ
り
も
特
定
商
取
引
法
の
方
が

「使
い

勝
手
が
い
い
」
と
評
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成

一
六
年
の
特
定
商
取
引
法
改
正
は
、
特
定
の
取
引
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
急
増
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
一
般
に
対
応
す
る
た
め
に
、
同
法
が
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
て
い
る
取
引
の
相
当
部
分
を

法政研究11巻 1・ 2・ 3・ 4号 (2007年 )
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取消規定 不実告知 0故意による不告知の対象範囲

消費者契約法

4条

「重要事項」=下記ω ・ (B)の うち、契約締結の判断に重要な影響

を及ぼすべきもの (4条 4項本文)

ω 契約の目的となるものの質、用途その他の内容 (4条 4項 1号 )

(B)契 約の目的となるものの対価その他の取引条件 (4条 4項 2号 )

特定商取引法

9条の 2(訪間

販売)[※ 1]

(不実告知・故

意による不告知

双方で対象とな

る事項)

↑

6条 1項 (不実告知/下記0～ (υ )。 6条 2項 (故意による不告知
/下記0～ (c)[(D・ り 除く])に掲げられている事項 [※ 2]

(a)商 品の種類、性能 。品質/権利・役務の種類、内容/その他省令

で定めるもの [=商品の効能、商品の商標・製造者名、商品の販

売数量、商品の必要数量、役務・役務にかかる権利の効果 (経済

産業省令 6条の 2)](6条 1項 1号 )

(b)商品 。権利の販売価格、役務の対価 (6条 1項 2号 )

0商品 。権利の代金、役務の対価の支払時期・方法 (`条 1項 3号)

(d)商 品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期 (6条 1項 4

号)

(e)クーリング・オフに関する事項 (6条 1項 5号 )

↓

(不実告知のみ

で対象となる事

項)

0顧客が契約締結を必要とする事情 (=動機付け)に関する

事項 (6条 1項 6号 )

CXD～ (D以外の契約に関する事項で、顧客等の判断に影響を及ぼ

すことになる重要なもの [=「重要事項」](6条 1項 7号 )

消費者契約法四条における契約取消権の意義

表 2 不実告知・故意による事実の不告知の対象範囲

[※ 1]こ のほか、24条の 2(電話勧誘販売)、 40条の 3(連鎖販売取引)、 49条の 2(特
定継続的役務提供)、 58条の 2(業務提供誘引販売取引)で同様に契約取消権が

認められており、その対象となる事項については、21条 1項 (電話勧誘販売)、 34

条 1項 (連鎖販売取引)、 44条 1項 (特定継続的役務提供)、 52条 1項 (業務提

供誘引販売取引)にそれぞれ規定がある。その詳細はそれぞれ異なるが、煩雑さ

を避けるために、ここでは訪間販売のみを比較対象とする.

[※ 2]6条 2項では、6条 1項 1号～ 5号の事項のみを故意による事実の不告知の対象

とするため、故意による0。 (」 の事実の不告知があっても、契約を取り消すこ

とはできない (なお、6条 1項・2項に違反する行為は刑事罰。行政処分の対象
となるが、0。 Q)に 関する行為については、行政処分のみの対象となる)。
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カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
本
来

「業
法
」
で
あ
る
は
ず
の
特
定
商
取

引
法
に
お
い
て
す
ら
広
範
な
適
用
可
能
性
を
有
す
る
契
約
取
消
権
の
導
入
と
い
う
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
じ
さ
せ
る
よ
う
な
改
正
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
力、
一（喫
ヽ
消
費
者
契
約
の
一
般
法
で
あ
る
消
費
者
契
約
法
の
契
約
取
消
権
の
あ
り
方
も
今

一
度
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

３
　

「重
要
事
項
」
再
考

以
上
の
学
説

・
裁
判
例

ｏ
立
法
の
動
向
を
ふ
ま
え
る
と
、
消
費
者
契
約
法
四
条
に
定
め
る
契
約
取
消
権
行
使
の
対
象
と
な
る
行
為
の
う

ち
、
少
な
く
と
も
①
不
実
告
知
と
③
故
意
に
よ
る
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
つ
い
て
は
、
最
低
限
、
特
定
商
取
引
法
と
平
仄
を
合
わ
せ
る

形
で
、
そ
の
適
用
範
囲

（
＝

「重
要
事
項
」
の
範
囲
）
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
特
定
商
取
引
法
で
は
、
具
体
的
な
取
引

方
法
に
応
じ
て
①

・
③
の
対
象
と
な
る
事
項
の
具
体
的
内
容
に
違
い
は
あ
る
が
、
【表
２
】
に
掲
げ
た
も
の
の
う
ち
、
少
な
く
と
も

「顧

客
が
契
約
締
結
を
必
要
と
す
る
事
情

（
＝
動
機
付
け
）
に
関
す
る
事
項
」
父
ｆ
）
参
照
）
お
よ
び

「そ
の
他
の
契
約
に
関
す
る
事
項
で
、

顧
客
等
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
重
要
な
も
の
」
父
じ

参
照
）
に
つ
い
て
は
、
形
に
や
や
違
い
は
あ
れ
、
同
法
が
カ
バ
ー

す
る
す
べ
て
の
取
引
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
消
費
者
契
約
法
四
条
四
項
に
そ
れ
ら
の
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
は
十
分

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
平
成

一
人
年
の
改
正
で
、
金
融
商
品
販
売
法
三
条
に
定
め
る

「重
要
事
項
」
の
範
囲
が
大
幅
に

拡
充
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
条
五
号

・
六
号
で
は
、
「当
該
金
融
商
品
の
販
売
に
つ
い
て
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な

る
重
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
原
因
」
に
も
対
象
範
囲
を
拡
げ
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
論
で
き
な
い
が
、

「重
要
事
項
」
の
内
容
を
拡
充
す
る
際
に
は
、
金
融
商
品
販
売
法
と
の
調
整
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
③
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
少
な
く
と
も
特
定
商
取
引
法
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
形
で
要
件
を
緩
和
し
た
う
え
で
、
「故
意
」
に
関

す
る
推
定
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

４
　
消
費
者
契
約
法
三
条
と
の
関
係

（１
）
消
費
者
契
約
法
三
条
を
め
ぐ
る
学
説

・
裁
判
例

ｏ
立
法
の
動
向

消
費
者
契
約
法
四
条
と
の
関
係
が
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
三
条
は
、
事
業
者
に
対
し
て
消
費
者
契
約
の
内
容
に
関
す
る
情
報
提
供
義

務

（
一
項
×

さ
ら
に
消
費
者
に
対
し
て
情
報
活
用
理
解
義
務

（二
項
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
努
力
義
務
と
い
う
形
で
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、

事
業
者
の
情
報
提
供
義
務
を
単
な
る
努
力
義
務
に
と
ど
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
法
当
初
か
ら
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
同
条
を
根
拠
と
し
て
法
的
な
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
試
み
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
こ
の
三
条
を
引
用
し
て
事
業
者
の
責
任
を
問
う
裁
判
例
も
登
場
し
た
。
例
え
ば
、
消
費
者
契
約
法
施
行
前

の
事
件
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
あ
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
の
受
講
契
約
に
お
い
て
、
同
法

一
条

・
三
条

・
四
条
二
項
を
引
用
し
た
う
え
で
、

そ
の
趣
旨
か
ら
事
業
者
に
信
義
則
上
の
告
知

・
説
明
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
て
消
費
者
側
か
ら
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を

認
容
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
実
務
で
は
、
三
条

一
項
に
単
な
る
努
力
義
務
を
超
え
た
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
動

き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
す
で
に
３
で
述
べ
た
よ
う
に
、
金
融
商
品
販
売
法
の
改
正
に
よ
り
説
明
義
務
の
対
象
と
な
る

「重
要
事
項
」
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
た
こ
と
で
、
同
法
が
よ
り
包
括
的
な
責
任
ル
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
商
品
取
引
所
法
な
ど
個
別
の
取

引
に
対
応
し
た
法
律
で
も
、
情
報
提
供
義
務

・
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
を
法
律
上
明
確
に
規
定
す
る
も
の
が
登
場
し
て
い
る
。

消費者契約法四条における契約取消権の意義

―-99-―



（２
）
努
力
義
務
か
ら
法
的
義
務

ヘ

（１
）
で
あ
げ
た
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
状
で
は
、
も
は
や
消
費
者
契
約
法
三
条
を
努
力
規
定
と
し
て
維
持
し
続
け
る
意
味
は
き
わ

め
て
小
さ
く
な

っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
消
費
者
契
約
の

一
般
法
と
し
て
、
情
報
提
供
義
務

・
説
明
義
務
が
法
的
義
務
と
な
る
、
あ
る
い
は

そ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
高
ま

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
情
報
提
供
義
務

・
説
明
義
務

の
課
さ
れ
る
範
囲
や
程
度
が
個
別
の
契
約
類
型
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
３
で
述
べ
た
よ
う
に

「重
要
事
項
」
の
範
囲

を
拡
大
し
た
う
え
で
、
少
な
く
と
も
そ
の

「重
要
事
項
」
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
を
法
的
な
効
力
を
生
ず
る
形
で
規
定
す
る
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
条

一
項
で
情
報
提
供
義
務

・
説
明
義
務
を
法
的
義
務
と
明
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
条
文
は
四
条
に
規
定
す
る
契

約
取
消
権
の
根
拠
と
し
て
よ
り
明
確
な
形
で
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

支
払

っ
た
代
金
の
返
還
や
、あ
る
い
は
未
払
い
の
代
金
の
支
払
義
務
が
な
く
な
る
こ
と
で
問
題
が
解
決
す
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

情
報
提
供
義
務
違
反

・
説
明
義
務
違
反
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
契
約
取
消
権
を
認
め
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
、

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
内
職
商
法
の
よ
う
に
、
事
案
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反

・
説
明
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
将
来
得

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
は
ず
の
利
益
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
三
条

で
そ
れ
ら
の
義
務
が
法
的
義
務
と
さ
れ
る
こ
と
を
直
接
の
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う

（場
合
に
よ
つ

て
は
、
三
条
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
）。

な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
消
費
者
に
対
し
て
情
報
活
用
理
解
義
務
を
課
す
三
条
二
項
の
存
在
で
あ
る
。

（１
）
で
あ
げ
た
裁
判
例
で
は
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
な
が
ら
、
二
項
の
趣
旨
お
よ
び
公
平
の
見
地
か
ら
三
割
の
過
失
相
殺
を
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行
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、　
一
項
に
法
的
効
力
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
項
に
も
法
的
効
力
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
逆

に
消
費
者
に
と
っ
て
不
利
に
働
く

「両
刃
の
剣
」
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
二
項
は

「消
費
者
と
事
業
者
と
の

間
の
情
報
、
交
渉
力
の
格
差
に
か
ん
が
み
て
消
費
者
に
求
め
ら
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
若
干
弱
め
た
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
点
、
さ
ら
に

い
わ
ゆ
る
不
招
請
勧
誘
の
よ
う
に
消
費
者
が
み
ず
か
ら
望
ん
で
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
が
数
多
く
み
ら
れ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、

事
業
者
の
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
、
同
項
に
法
的
効
力
を
安
易
に
も
た
せ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「

５
　
契
約
取
消
権
の
将
来
―
―
民
法
と
の
関
係

本
稿
で
は
、
消
費
者
契
約
法
四
条
の
契
約
取
消
権
の
現
状
に
つ
い
て
、
学
説
や
裁
判
例
の
検
討
を
中
心
と
し
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。

当
初
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
あ
っ
た
四
条
で
は
あ
る
が
、
学
説
や
裁
判
例
の
努
力
に
よ
り
最
大
限
の
活
用
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
重
要
性
も
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
で
に

一
２
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
学
納
金
返
還
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い

る
九
条
を
は
じ
め
、
人
条
や

一
〇
条
な
ど
契
約
内
容
規
制
に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
課
題
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
消
費

者
契
約
法
の
適
用
範
囲
、
具
体
的
に
は
、
二
条
の
定
め
る
消
費
者

・
事
業
者

ｏ
消
費
者
契
約
の
範
囲
な
ど
、
制
定
当
初
か
ら
議
論
さ
れ
て

い
る
課
題
も
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
本
稿
で
は
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
消
費
者
契
約
法
が
抱
え
る
課
題
は
、
単
に
残

さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
の
経
過
と
と
も
に
ま
す
ま
す
増
え
て
き
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
い
ず
れ
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
課
題
が
、
近
い
将
来
に
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
る
民
法
典
と
消
費
者
契

約
法
と
の
関
係
で
あ
る
。
法
務
省
は
、
平
成

一
人

（二
〇
〇
六
）
年
二
月
七
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
民
法
の
債
権
法
部
分
に
つ
い
て

「抜
本
的
な
見
直
し
」
を
行
う
こ
と
を
表
明
し
た
。
す
で
に
学
界
有
志
に
よ
る
研
究
会
で
あ
る

「民
法

（債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
」

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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も
た
ち
あ
が
っ
て
お
り
、
今
後
、
民
法
改
正
に
向
け
た
具
体
的
な
作
業
が
本
格
化
し
て
い
く
の
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
〇

〇
年
お
よ
び
二
〇
〇

一
年
の
改
正
で
消
費
者
関
係
の
規
定
を
と
り
こ
ん
だ
ド
イ
ツ
債
務
法
と
同
様
の
動
き
が
、
わ
が
国
の
民
法
典
改
正

に
あ
た
つ
て
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
法
の
一
般
法
で
あ
る
民
法
が
、
消
費
者
契
約
の
一
般
法
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
消
費
者
契
約
法
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
き
あ
げ
る
か
―
―
そ
れ
こ
そ
が
、
消
費
者
契
約
法
の
未
来
を
展
望
す
る
う
え
で
解
決

す
べ
き
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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↓ 注
（
２
）

（
３
）

消
費
者
契
約
法
全
体
を
概
説
す
る
近
時
の
文
献
と
し
て
、
山
本
敬
三

『民
法
講
義
Ｉ
　
総
則

（第
二
版
と

（有
斐
閣
、
平
成

一
七
年
）
二
五

〇
頁
以
下
、
加
藤
雅
信

『新
民
法
大
系
Ｖ
　
契
約
法
』
（有
斐
閣
、
近
刊
）
第
七
章
第
三
節
を
参
照
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
消
費
者
契
約
法
に
関

す
る
文
献
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
、
宮
下
修

一

『消
費
者
保
護
と
私
法
理
論
―
―
商
品
先
物
取
引
と
フ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ズ
契
約
を

素
材
と
し
て
―
―
』
（信
山
社
、
平
成

一
八
年
）
三
三
頁
以
下
の
記
述
と
そ
こ
で
の
引
用
文
献
を
参
照
。

平
成

一
六
年
五
月
に
改
正
さ
れ
た
特
定
商
取
引
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
消
費
経
済
部
消
費
経
済
政
策
課
編

『平
成

一
六
年
版
　
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
解
説
』
（経
済
産
業
調
査
会
、
平
成

一
六
年
）
、
齋
藤
雅
弘
＝
池
本
誠
司
＝
石
戸
谷
豊

『特

定
商
取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク

（第
三
版
と

（日
本
評
論
社
、
平
成

一
七
年
）
、
等
を
参
照
。

平
成

一
六
年
六
月
に
証
券
取
引
法
を
改
正
す
る
形
で
制
定
さ
れ
た
金
融
商
品
取
引
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
松
尾
直
彦
＝
酒
井
敦
史

「金
融

商
品
取
引
法
制
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情

一
七
七
九
号

（平
成

一
八
年
）
三
三
頁
ハ
上
柳
敏
郎
＝
石
戸
谷
豊
＝
桜
井
健
夫

『新

・
金
融
商
品
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取
引
法
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク
ー
ー
消
費
者
の
立
場
か
ら
み
た
金
商
法

・
金
販
法
と
関
連
法
の
解
説
』
（日
本
評
論
社
、
平
成

一
人
年
）

一
頁
以
下
、

「特
集

・
金
融
商
品
取
引
法
」
金
融
法
務
事
情

一
七
七
九
号

（平
成

一
人
年
）
の
各
論
稿
、
「特
集

・
金
融
商
品
取
引
法
の
成
立
」
法
律
の
ひ

ろ
ば
五
九
巻

一
一
号

（平
成

一
人
年
）
の
各
論
稿
、
等
を
参
照
。
ま
た
、
同
時
に
改
正
さ
れ
た
金
融
商
品
販
売
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
池

田
和
世

「金
融
商
品
販
売
法
の
改
正
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情

一
七
七
九
号

（平
成

一
人
年
）
四
九
頁
、
上
柳
＝
石
戸
谷
＝
桜
井

・
前
掲
書

一
人
九
頁
以
下
、
等
を
参
照
。
さ
ら
に
、
両
法
を
含
め
て
金
融
商
品
の
販
売

・
勧
誘
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、

内
海
順
太
＝
菊
池
亮
＝
島
田
邦
彦
＝
松
尾
直
彦
＝
和
仁
良
裕

「座
談
会
　
金
商
法

・
改
正
金
販
法
と
新
た
な
販
売

・
勧
誘
ル
ー
ル
ー
ー
預
金

取
扱
金
融
機
関
に
か
か
わ
る
部
分
を
中
心
に
」
金
融
法
務
事
情

一
七
八
六
号

（平
成

一
人
年
）
二
六
頁
。

平
成

一
人
年
五
月
に
改
正
さ
れ
た
消
費
者
契
約
法
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
国
民
生
活
局
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
検
討
室

「改
正

消
費
者
契
約
法
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情

一
七
七
六
号

（平
成

一
人
年
）
二
四
頁
、
同

「改
正
消
費
者
契
約
法
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
人
三
七
号

（平
成

一
八
年
）

一
五
頁
、
同

「改
正
消
費
者
契
約
法
の
概
要
―
―
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
」
公
正
取
引
六
六
九
号

（平
成

一
人
年
）

六
五
頁
、
加
納
克
利

「消
費
者
契
約
法

一
部
改
正
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
三
二
〇
号

（平
成

一
八
年
）
四
人
頁
、
等
を
参
照
。

消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
「特
集

ｏ
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
創
設
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
三
二
〇
号

（平
成

一
八
年
）
の
座

談
会
と
各
論
稿
、
「特
集

・
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度

（改
正
消
費
者
契
約
法
と

自
由
と
正
義
五
七
巻

一
二
号

（平
成

一
人
年
）
の
各
論
稿
、

菱
田
雄
郷

「消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
課
題
」
法
律
時
報
七
九
巻

一
号

（平
成

一
九
年
）
九
六
頁
、
磯
部
浩

一
「消
費
者
団
体
訴
訟
へ
の
取

り
組
み
―
―
消
費
者
機
構
日
本
の
場
合
」
法
律
時
報
七
九
巻

一
号

（平
成

一
九
年
）

一
〇
二
頁
、
等
を
参
照
「

従
来
、
複
数
大
学
を
受
験
し
た
者
が
先
に
合
格
し
た
大
学
に
入
学
金

・
授
業
料
等
の
学
納
金
を
納
入
し
て
入
学
手
続
を
行

っ
た
が
、
そ
の
後

別
の
大
学
に
合
格
し
た
た
め
入
学
辞
退
を
し
た
場
合
に
は
、
す
で
に
入
学
手
続
を
完
了
し
た
大
学
は
、
い
っ
た
ん
入
学
手
続
を
完
了
す
れ
ば

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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学
納
金
を
返
還
し
な
い
旨
の
特
約
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
を
返
還
し
な
い
と
い
う
取
扱
い
が
通
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
者
契
約
法
の

施
行
後
、
そ
の
よ
う
な
特
約
が
消
費
者
契
約
法
九
条
あ
る
い
は

一
〇
条
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
大
学
に
対
し
て
学
納
金
の
返
還

を
求
め
る
訴
訟
が
相
次
い
で
い
る
。
こ
の

「学
納
金
返
還
訴
訟
」
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
判
例
研
究
を
含
め
て
多
数
の
文
献
が
存
在
す

る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
窪
田
充
見

「入
学
金

・
授
業
料
返
還
訴
訟
に
お
け
る
契
約
の
性
質
決
定
問
題
と
消
費
者
契
約
法
―
―
京
都
地
判
平
成

一
五

・
七

・
一
六
、
大
阪
地
判
平
成

一
五

・
九

・
一
九
を
契
機
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
二
五
五
号

（平
成

一
五
年
）
九
二
頁
、
潮
見
佳
男

「学
納
金
不
返
還
条
項
の
不
当
性
―
―
立
命
館
大
学
学
納
金
返
還
請
求
訴
訟
第

一
審
判
決

（大
阪
地
判
平
成

一
五

・
一
二

◆
一
）
を
契
機
と
し

て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
七
号

（平
成

一
六
年
）

一
人
頁
、
大
野
徹
也

「学
納
金
返
還
訴
訟
の
論
点
お
よ
び
下
級
審
判
決
の
動
向
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四

一

号

（平
成

一
人
年
）
四
頁
、
等
を
参
照
。

（７
）
最
判
平
成

一
人
年

一
一
月
二
七
日

（平
成

一
七
年

（受
）
第

一
一
五
人
号
）
。
同
日
に
は
、
こ
の
他
に
も
四
件
の
裁
判
例
が
公
表
さ
れ
て
い
る

（平
成

一
六
年

（受
）
第
二

一
一
七
号
、
平
成

一
七
年

（オ
）
第
八
八
六
号
、
平
成

一
七
年

（受
）

一
四
三
七
号
、
平
成

一
八
年

（受
）
第

一

一
三
〇
号
）
。
ま
た
最
高
裁
判
所
は
、
平
成

一
人
年

一
二
月
二
二
日
の
判
決
で
、
大
学
で
は
な
い
が
大
学
に
入
学
可
能
で
あ
る
こ
と
が
入
学
資

格
と
な
っ
て
い
る
鍼
灸
学
校
等
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
旨
、
判
示
し
て
い
る

（最
判
平
成

一
人
年

一
二
月
二
二
日

〔平

成

一
七
年

（受
）

一
七
六
二
号
じ
。
以
上
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の

「判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
」

で
検

索

・
閲

覧

可

能

で
あ

る

（
ア
ド

レ

ス
は

，
薄
ｕ
＼̈
＼
■
■
■
・８

民

け
∽
・”
ユ

リ
＞

①
鶴

ｏ
ｒ
＼
』口
∽
り
ｏ
８

Ｒ

Ｒ

け一ｏ
●
Ｌ
Ｏ
＝
識
『
降
”
口
”
口
お
一∽
■
口
囚
げ
口
＝
８

〔平
成

一
九
年

一
月

一
日
現
在
じ
。

（８
）
ち
な
み
に
推
薦
入
試
等
の
受
験
生
に
つ
い
て
は
、
他
の
入
学
試
験
等
に
よ
っ
て
代
わ
り
の
入
学
者
を
確
保
で
き
る
時
期
を
経
過
し
て
い
な
い

な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
大
学
に
は
授
業
料
を
含
む
学
納
金
全
額
に
相
当
す
る
平
均
的
損
害
が
生
じ
る
と
し
て
、
そ
の
返
還
を
認
め

法政研究11巻 1・ 2・ 3・ 4号 (2007年 )
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消費者契約法四条における契約取消権の意義

13  12               11      10

て
い
な
い
。

以
上
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
情
報
分
析
部

・
相
談
調
査
部

「消
費
者
契
約
法
に
関
連
す
る
消
費
生
活
相
談
と
裁
判
の

概
況
―
―
法
施
行
後
四
年
」
国
民
生
活
三
六
巻
二
号

（平
成

一
八
年
）
五
二
頁
。
「消
費
者
契
約
法
に
関
連
す
る
消
費
生
活
相
談
」
と
は
、
国

民
生
活
セ
ン
タ
ー
や
全
国
各
地
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
Ｐ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ

（全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
シ
ス
テ
ム
）
に
登

録
さ
れ
る
消
費
生
活
相
談
の
う
ち
、
消
費
者
契
約
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成

一
三
年
四
月

一
日
以
降
に
消
費
者
が
事
業
者
と
契
約
し
て
い
る
も

の
で
、
か
つ
、
相
談
を
受
け
付
け
た
セ
ン
タ
ー
が
そ
の
相
談
処
理
を
行
う
際
に
消
費
者
契
約
法
を
利
用
し
た
相
談
を
い
う

（そ
の
た
め
、
消

費
者
契
約
法
の
要
件
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
で
あ
っ
て
も
、
特
定
商
取
引
法
等
で
解
決
さ
れ
た
も
の
は
含
ま
な
い
）
。
な
お
、
同
様

の
デ
ー
タ
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
加
藤

。
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。

宮
下
修

一
「消
費
者
契
約
法
の
改
正
課
題
―
―
契
約
取
消
権
お
よ
び
情
報
提
供
義
務
を
中
心
と
し
て
」
法
律
時
報
七
九
巻

一
号

（平
成

一
九

年
）
九

一
頁
。

消
費
者
契
約
法
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
総
合
的
な
分
析
あ
る
い
は
紹
介
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
松
本
恒
雄
＝
加
藤
雅
信
＝
加
藤
新
太
郎

「鼎

談
　
民
法
学
の
新
潮
流
と
民
事
実
務

（第

一
一
回
）

消
費
者
契
約
法
を
語
る
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
二
〇
六
号

（平
成

一
人
年
）
四
頁
、
太

田
雅
之

「消
費
者
契
約
法
の
適
用
―
―
そ
の
現
状
と
課
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
二

一
二
号

（平
成

一
八
年
）
四
六
頁
、
佐
々
木
幸
孝

「消
費

者
契
約
法
裁
判
例
の
展
開
と
課
題
」
法
律
時
報
七
九
巻

一
号

（平
成

一
九
年
）
八
五
頁
、
加
藤

。
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。

な
お
、
消
費
者
契
約
法
お
よ
び
同
法
四
条
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宮
下

。
前
掲
注

（１
）
三
三
頁
以
下
を
参
照
。

内
閣
府
国
民
生
活
局
消
費
者
企
画
課
編

『逐
条
解
説
　
消
費
者
契
約
法

（補
訂
版
Ｌ

（商
事
法
務
、
平
成

一
五
年
／
な
お
初
版
は
、
経
済
企

画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第

一
課
編
と
し
て
、
商
事
法
務
研
究
会
か
ら
平
成

一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
）
。
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以
上
に
つ
い
て
は
、
加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。

（‐９
）
内
閣
府

上
則
掲
注

（１３
）
六
八
頁
以
下
。

一
連
の
議
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
三
九
頁
。

内
閣
府

ｏ
前
掲
注

（１３
）

一
〇
五
頁
。

こ
れ
と
同
様
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
後
藤
巻
則

「消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
取
り
消
し
う
る
行
為

（誤
認

・
困
惑
類
型
と

銀
行
法
務

２．
　
五
七
八
号

（平
成

一
二
年
）
三
五
頁
以
下
、
池
本
誠
司

「不
実
の
告
知
と
断
定
的
判
断
の
提
供
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
九
号

（平
成

一

二
年
）
二
〇
頁
、
松
本
恒
雄

「消
費
者
契
約
法
と
契
約
締
結
過
程
に
関
す
る
民
事
ル
ー
ル
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
三
巻

一
一
号

（平
成

一
二
年
）

一
三
頁
、
潮
見
佳
男
編

『消
費
者
契
約
法

・
金
融
商
品
販
売
法
と
金
融
取
引
』
（経
済
法
令
研
究
会
、
平
成

一
三
年
）
三
七
頁

（潮
見
佳
男
執

筆
部
分
）
。
消
費
者
契
約
法
が
成
立
す
る
以
前
に

「第

一
七
次
委
員
会
報
告
」
に
対
し
て
同
様
の
指
摘
を
な
す
も
の
と
し
て
、
沖
野
員
已

コ
消
費
者
契
約
法

（仮
称
と

に
お
け
る

『契
約
締
結
過
程
』
の
規
律
―
―
第

一
七
次
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
報
告
を
受
け
て
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八
五
号

（平
成

一
二
年
）

一
九
頁
以
下
。

内
閣
府

上
則
掲
注

（１３
）
六
七
頁
。

と
こ
ろ
で
、
消
費
者
に
過
失
が
あ

っ
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
事
情
を
考
慮
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

加
藤
雅
信
教
授
は
、
事
業
者
―
消
費
者
間
の
要
保
護
性
を
比
較
衡
量
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
事
業
者
に
故

意
が
あ
る
場
合
は
消
費
者
の
過
失
は
考
慮
せ
ず
に
取
消
し
を
肯
定
、
②
事
業
者

・
消
費
者
双
方
と
も
無
過
失
あ
る
い
は
軽
過
失
で
あ
る
場
合

は
取
消
し
を
肯
定
、
③
事
業
者
無
過
失
で
消
費
者
軽
過
失
、
事
業
者
軽
過
失
で
消
費
者
重
過
失
で
あ
る
場
合
は
取
消
し
を
否
定
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う

（た
だ
し
、
消
費
者
側
の
問
題
性
が
大
き
い
こ
と
は
、
間
接
反
証
事
実
と
し
て
事
業
者
が
立
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
）
。
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21  20

内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
七

一
頁
。

事
業
者
に
よ
る

「重
要
事
項
」
の
情
報
提
供
義
務
違
反
と
消
費
者
に
よ
る
契
約
締
結
の
意
思
決
定
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
き
、
そ
の
立
証

の
困
難
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
千
葉
恵
美
子

「消
費
者
契
約
法
―
―
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
中
間
報
告
を
踏
ま
え
て
」

法
律
時
報
七
〇
巻

一
〇
号

（平
成

一
〇
年
）

一
六
頁
以
下
。

消
費
者
契
約
法
の
立
法
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志

『消
費
者
法

（第
二
版
と

（有
斐
閣
、
平
成

一
五
年
）
九
五
頁

以
下
、
山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
五
七
頁
以
下
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
三
八
頁
以
下
、
加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
、
等
を
参
照
。

（２３
）
山
本
敬
三

「消
費
者
契
約
法
と
情
報
提
供
法
理
の
展
開
」
金
融
法
務
事
情

一
五
九
六
号

（平
成

一
二
年
）

一
二
頁
、
池
本

・
前
掲
注

（
１６
）

二
〇
頁
、
千
葉
恵
美
子

「金
融
取
引
に
お
け
る
契
約
締
結
過
程
の
適
正
化
ル
ー
ル
の
構
造
と
理
論
的
課
題
―
―
消
費
者
契
約
法

・
金
融
商
品

販
売
法
に
関
す
る
理
論
上
の
問
題
と
立
法
的
課
題
」
金
融
法
務
事
情

一
六
四
四
号

（平
成

一
四
年
）
三
七
頁
、
等
。

（２４
）
道
垣
内
弘
人

「消
費
者
契
約
法
と
情
報
提
供
義
務
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
〇
号

（平
成

一
三
年
）
五

一
頁
以
下
。
さ
ら
に
道
垣
内
教
授
は
、

土
台
に
自
ア
リ
が
い
る
と
の
虚
偽
の
情
報
を
与
え
ら
れ
駆
除
の
契
約
を
し
た
が
、
契
約
目
的
た
る
駆
除
薬
と
そ
の
塗
布
自
体
は
き
ち
ん
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
同
教
授
は
、
こ
の
場
合
に
は

「土
台
に
存
在
す
る
自
ア
リ
を
駆
除
す
る
こ

と
」
が
当
該
取
引
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
四
条
四
項

一
号
に
い
う

「そ
の
他
の
内
容
」
に
つ
い
て
の
不
実
告
知
が
あ
っ
た
と
解
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

（２５
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。

（２６
）
山
本
豊

「消
費
者
契
約
法

（２
）
―
―
契
約
締
結
過
程
の
規
律
」
法
学
教
室
二
四
二
号

（平
成

一
二
年
）
八
九
頁
、
池
本

・
池
本

・
前
掲
注

（‐６
）

一
九
頁
以
下
、
道
垣
内

ｏ
前
掲
注

（２４
）
五

一
頁
以
下
、
落
合
誠

一

『消
費
者
契
約
法
』
（有
斐
閣
、
平
成

一
三
年
）
七
三
頁
、
潮
見

（
２２
）

消費者契約法四条における契約取消権の意義

―-107-―



法政研究11巻 1・ 2・ 3・ 4号 (2007年 )

編

・
池
本

・
前
掲
注

（１６
）
三
四
頁
以
下

（潮
見
佳
男
執
筆
部
分
）
、
加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
、
等
。
な
お
、
後
掲

【消
費
者
契
約
法

四
条
関
連
裁
判
例

一
覧
表
】

［
１
１
③
］
で
は
、
広
告
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
ヘ
の
記
載
が
消
費
者
契
約
法
四
条
に
い
つ

「勧
誘
」
に
あ

た
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（２７
）
道
垣
内

ｏ
前
掲
注

（
２４
）
五
二
頁
。
加
藤
教
授
も
、
評
価
の
食
い
違
い
に
終
始
す
る
場
合
に
は
不
実
告
知
と
な
ら
な
い
が
、
事
実
か
ら
は
あ

り
え
な
い
評
価
を
し
た
場
合
に
は
不
実
告
知
に
な
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
「新
鮮
な
魚
」
と
い
う
目
的
物
の
質
に
関
す
る
情
報
を
聞
い
て
、
消

費
者
が
購
入
後

「新
鮮
で
な
い
」
と
思
っ
た
だ
け
で
は
不
実
情
報
と
な
ら
な
い
が
、
魚
が
腐
っ
て
い
れ
ば
、
事
実
か
ら
は
あ
り
え
な
い
評
価

を
し
て
い
る
の
で
不
実
告
知
に
な
る
と
い
う

（加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
）
。

内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
七
四
頁
以
下
。

松
本

ｏ
前
掲
注

（１６
）

一
四
頁
。

内
閣
府

。
前
掲
注

（１３
）
七
七
頁
以
下
。

潮
見
編

・
前
掲
注

（１６
）
三
八
頁
以
下

（潮
見
佳
男
執
筆
部
分
）

道
垣
内

。
前
掲
注

（２４
）
五
四
頁
。

山
本
敬
三

「消
費
者
契
約
法
と
情
報
提
供
法
理
の
展
開
」
金
融
法
務
事
情

一
五
九
六
号

（平
成

一
二
年
）

一
二
頁
、
同

。
前
掲
注

（１
）
二

六
四
頁
。

加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。

同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
潮
見
編

・
前
掲
注

（１６
）
三
九
頁
以
下

（潮
見
佳
男
執
筆
部
分
）
。
な
お
、
四
条
二
項
を
め
ぐ
る
立
法
経

緯
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
四
二
頁
を
参
照
。

33  32  31  30  29  2835  34
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（３６
）
内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
八
〇
頁
以
下
。

（３７
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
六
〇
頁
以
下
。

（３８
）
内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
九
二
頁
以
下
。

（３９
）
内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
九
五
頁
以
下
。

（４０
）
沖
野

ｏ
前
掲
注

（１６
）
、
山
本
敬
三

「消
費
者
契
約
法
の
意
義
と
民
法
の
課
題
」
民
商
法
雑
誌

一
二
三
巻
四
＝
五
号

（平
成

一
三
年
）
五
六
頁

以
下
、
同

・
前
掲
注

（１
）
二
六
八
頁
。

（４‐
）
こ
の
法
定
追
認
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
本
事
案
に
お
け
る
易
学
受
講
契
約
の
目
的
が
、
易
学
の
教
授
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
奇

貨
と
し
て
付
随
契
約
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
事
案
に
お
い
て
、
単
に
易
学
を
受
講
し
、

そ
の
対
価
を
支
払
っ
た
か
ら
と
い
つ
て
債
務
の
本
旨
に
従

っ
た
履
行
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
疑
間
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
よ
り
慎
重
に

検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４２
）
判
決
文
は
、
兵
庫
県
弁
護
士
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「消
費
者
問
題
判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
」
（ア
ド
レ
ス
は
ｒ一ゴ
＼＼■
■
■
・辱
ｏｍ
ｏげ
Φ口
負
・一Ｒ
ｒ”〓
ｏく

〔平
成

一
九
年

一
月

一
日
現
在
じ

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

（４３
）
経
済
産
業
省
　
前
掲
注

（２
）
八

一
頁
。

（４４
）
経
済
産
業
省

・
前
掲
注

（２
）
八
二
頁
。
な
お
、
齋
藤
＝
池
本
＝
石
戸
谷

。
前
掲
注

（２
）

一
一
一
頁
も
参
照
。

（４５
）
松
本
＝
加
藤

（雅
）
＝
加
藤

（新
）

・
前
掲
注

（■
）

一
五
頁

（松
本
発
言
）
。

（４６
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
齋
藤
＝
池
本
＝
石
戸
谷

。
前
掲
注

（２
）

一
五
頁
。

（４７
）
金
融
商
品
販
売
法
改
正
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
法
と
消
費
者
契
約
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る

「重
要
事
項
」
の
異
同
に
つ
き

消費者契約法四条における契約取消権の意義
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53  52      51 50      49  48
（
５４
）

検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
千
葉

・
前
掲
注

（２３
）
三
六
頁
以
下
。

山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
五
五
頁
以
下
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
三
六
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

松
本

・
前
掲
注

（１６
）

一
七
頁
、
加
賀
山
茂

「消
費
者
契
約
法
の
実
効
性
確
保
策
と
今
後
の
展
望
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
九
号

（平
成

一
二

年
）
四
六
頁
以
下
、
道
垣
内

・
前
掲
注

（２４
）
五
〇
頁
以
下
、
等
。

大
津
地
判
平
成

一
五
年

一
〇
月
三
日
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ

（判
例

¨
第

一
法
規
出
版
提
供
）
文
献
番
号
二
人
○

九
〇

一
九

一
。
本
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
長
野
浩
三

「消
費
者
契
約
法
」
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
六
〇
号

（平
成

一
六
年
）
五
六
頁
を
参

照
。

消
費
者
契
約
法
の
活
用
に
積
極
的
な
裁
判
例
の
動
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
松
本
＝
加
藤

（雅
）
＝
加
藤

（新
）

。
前
掲
注

（Ｈ
）

一

二
頁
以
下

（松
本
発
言

・
加
藤

（新
）
発
言

・
加
藤

（雅
）
発
言
）
を
参
照
。

商
品
取
引
所
法
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
二
人
頁
以
下
お
よ
び
二
人
○
頁
以
下
。

現
行
の
消
費
者
契
約
法
三
条
が
努
力
義
務
で
あ
っ
て
も
、
取
消
し
や
損
害
賠
償
の
場
面
で
意
味
を
も
つ
と
す
る
見
解
と
し
て
、
加
藤

ｏ
前
掲

注

（１
）
引
用
書
。

損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
潮
見
佳
男
教
授
に
よ
り

「原
状
回
復
的
損
害
賠
償
」
（潮
見
佳
男

『契
約
法
理
の
現
代
化
』
〔有
斐
閣
、
平
成

一
六

年
〕
九
頁
、
同

『債
権
総
論
Ｉ

（第
二
版
こ

〔信
山
社
、
平
成

一
五
年
〕
五
七
九
頁
以
下
）
、
窪
田
充
見
教
授
に
よ
り

「不
当
な
利
益
の
吐
き

出
し
と
し
て
の
損
害
賠
償
」
（窪
田
充
見

「不
法
行
為
法
と
制
裁
」
石
田
喜
久
夫
先
生
古
稀
記
念

『民
法
学
の
課
題
と
展
望
』
〔成
文
堂
、
平

成

一
二
年
〕
六
八
九
頁
以
下
）
と
い
っ
た
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
下

ｏ
前
掲
注

（１
）
四

八
三
頁
以
下
を
参
照
。
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（
５５
）

58  57  56

照
。

（５９
）
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「民
法

（債
権
法
）
の
改
正
に
つ
い
て
」
（ア
ド
レ
ス
は
Ｆ
けり
ミ̈
電
ヨ
ヨ
日
♀
電
む
＞
自
ｚ
『く
日
ュ

８̈
奎
日
一
曇
一〇
〇

六
年

一
一
月
二
五
日
現
在
〕
。

（６０
）
コ
民
法

（債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
』
の
設
立
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
五
号

（平
成

一
人
年
）
四
頁
。

（
６‐
）
ド
ィ
ッ
債
務
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
数
多
く
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
九
五
頁
以
下
お
よ
び
そ
の
引
用
文
献
を
参
照
。

（６２
）
消
費
者
契
約
法
の
内
容
を
民
法
に
と
り
こ
む
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
後
藤
巻
則

『消
費
者
保
護
の
法
理
論
』
（弘
文
堂
、
二
〇
〇

二
年
）
七
三
頁
、
潮
見
佳
男

『契
約
法
理
の
現
代
化
』
（有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
四
三
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

［付
記
］
本
稿
は
、
平
成

一
人
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

・
若
手
研
究

（Ｂ
）
（研
究
課
題
番
号

一
七
七
三
〇
〇
六
二
）
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

消費者契約法四条における契約取消権の意義

も
ち
ろ
ん
、
わ
ざ
わ
ざ
三
条
に
い
う
情
報
提
供
義
務

・
説
明
義
務
を
法
的
義
務
と
し
な
く
と
も
、
従
来
か
ら
裁
判
例

・
学
説
で
形
成
さ
れ
て

き
た
民
法
上
の
法
理
に
よ
る
保
護
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
。
ま
た
、
山
本

・
前
掲
注

（１
）
二
五
六
頁
以
下
、
加
藤

・
前
掲
注

（１
）
引
用
書
も
参
照
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
三
七
頁
を
参
照
。

内
閣
府

・
前
掲
注

（１３
）
五
九
頁
。

不
招
請
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
宮
下

・
前
掲
注

（１
）
三
二
四
頁
以
下
、
上
柳
＝
石
戸
谷
＝
桜
井

ｏ
前
掲
注

（１３
）

一
〇

一
頁
以
下
、
等
を
参

-111-



表 3 消費者契約法 4条関連裁判例一覧表

1-① 川越簡裁 H13.7.18
法ニュース
60-570 O 旅行情報サービス

会員契約
入会金・年会費等の支払
方法

事業者は支払方法には一

括払いと金融機関の介在
する「二者間契約」による
分割払いがあると説明
→消費者は分割払い=銀
行預金口座引き落としの
自社割賦と認識
→実際には消費者金融か
ムn借 入力 _I「 上スt鳳 い

事業者の専門的な知識を
前提に、個々の説明の意
味内容を確定するのではな
く、契約時の状況を基礎と
して平均的な消費者を基準
にして評価

1-②
(3-
Э)

神戸簡裁 H14.3.12 兵弁HP 歌手になるための
昨優養成所入所

養成所規模・養成方法
※別の重要事項につき4

条2項を適用

・多少の強酬はあるが事
実記載
・「芸能界全般にわたる強
大な出演網」=主観的評
稲の各知

・契約前の案内書類送付
=勧誘に際して送付
・原告は中国人

1-③ 京都簡裁 H14.10.30 法ニュース
60-570

l●裁センターに対
する仲裁の申立て

trF露手続きの万活【当争
者双方と仲裁人の同席で
はなく、個別に事情を聞く
ことの是非)

※ただし、上記事項が重
要事項であるか否かの判
断rrつ Lヽ 71■ttBH

バンフレット(詳細不明)

・パンフレットの記載=4条
の「勧誘」にあたる
・4条 1項 1号違反を否定す
るが詳細不明

1-④ 千葉地裁 H15.10.29 兵弁HP 0 塵帯保証

主債務者(実質的借主が
別に存在)、 貸付金の使途
(主債務者が関係する会
社の事業資金)、 主債務者
の支払能力(信用情報ブ
ラックリストに記載)

主債務者が投資のための
借入れという虚偽の説明を
しているのを知りながらあ
えて告げず

・詐欺取消し・錯誤無効肯
定
・原審である千葉簡裁
H15.5.13(兵弁HP)は第:三

者による詐欺取消し肯定
(消費者契約法違反は判断
せず )

・上告審である東京高裁
H16.2.26(法 ニュース65-35)

は、2条 (消費者契約該当
性)のみ判断

―

営

［
―

（購
お
Ｒ
）
申
寸
・
∞
。
Ｎ
。
日
熱
〓
駅
僣
督
逃



1-⑤ 大阪高裁 H16.4.22
法ニュース
60-156 0

ダイヤモンドの
フアッションリング
の購入
(立替払契約)

一般的な小売価格(一般
市場価格)

陳列していた宝飾品の値
札に、一般市場価格という
趣旨で、実際の価格の3倍
以上に及ぷ価格を表示

=師
品=三観附かつ相対

的な価値判断によって価格
設定
→買主にとつての価は一般
的な販売価格という事実に
依拠しており、これと購買
責黒の形成I士麻椿に閣■t

1-⑥ 神戸簡裁 H16.6.25
法ニュース
64-550 O 通信機器リース 通信機器設置の必要性・

電話代金

Nl~「の回線がアナログから
デジタルに変わるので、こ
れまでの電話が使えなくな
るが、この機器を取り付け
ると従来の電話を利用可
能で電話代も安くなるとい
う暴言

・動機部分の不実告知を認
定 (法ニュース上のコメン
ト)

1-⑦ 大阪簡裁 H16.10.7 兵弁HP O 電話リース

光ファイバーの敷設をする
ためのデジタル電話 (デジ
タル回線システム)設置・

電話機交換の必要性

光フアイバー敷設に関心の
あつた顧客に、敷設のため
には本格的なデジタル回
線の導入が必要と告知

形瓦 ほ個 人 早 栗 有 契 約
→経営していた塾の廃業後
の契約なので消費者契約
法適用

1-③
東京簡裁 H16.11.8

LEX/DB
28100407 O

学習教材の訪問題
売
(立替払契約)

契約金額

役務提供 (担当者による使
用方法の説明など)

・契網笠観か思子に醜明し
た金額の倍額であるのに、
契約時に金額秘匿
・実施予定のない役務提
l■可 能 性 券 各 如

・契約者 :中国人 (日 本語が
よく理解できず)

・割賦販売法30の 4適用

1-⑨
(3-⑥ )

東京地裁 H17.9.29
判タ
1203-173

主債務者
消費貸借・
根抵当権設定

連帯保証人
連帯保証
根抵当権設定

《消費買借》取引条件 (貸

付金額、貸付利率、
返済方式、返済期限、
返済回数など)

《根抵当権》取引条件
(目 的物件、極度額、被担
保債権の範囲、債務者、
確申期日などゝ

・事実と異なる告知なし
・事実の不告知=不実告
知とはならない(特段の事
がある場合を除く)

連帯保証人 :身体障害・知
的障害があるため、意思無
能力による無効により保護

1-⑩

(2-④/
8-∩ヽ

名古屋地裁 H17.1.26 先物39-374 灯油の商品先物取
弓|

追証制度の内容 告知なし
商品先物取引の危険性は
説明

―
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1-① 東京地裁 H17.1.31

判例マス
ター
2005013100
07

0

アメリカのビジネス
スクールヘの留学
を指導する受講契
約

留学に必要な試験に対応
するサービス内容、個別指
導の有無

・募集要項に、①履修コー
スは『全ての試験に対応J

しており、『留学に必要な
全てJが『履修により確実
になるJと記載、②廂当長
期間の個別指導が継続さ
れるかのような記載
・英語力が把握できるので
受験のタイミングが計りや
すく、ビジネススクールヘ

の合格支援をすると口頭
で説明

・不実の有無:継続的な
サービスが予定されておら
ず、高額の受講料に見合う
教材が提供されていないこ
とから認定
・実際に受講→サービス内
容が説明に沿つたものかみ
きわめるために受講継続を
したことは不相当とはいえ
ない
・受講契約の内容である3
つのコースのうち2コースに
つき消費者契約法適用(残

り1コースは特定商取引法
49条の中途解約を肯定)

1-⑫ 東京地裁 H17.3.10

判例マス

ター
2005031000
09

O

いわゆる「点検商
法Jによる床下換
気扇・防湿剤等の
購入
(立替払契約/1回
払い)

商品自体の品質・性能・対
価等、建物への商品設置
の必要性・相当性等

・パンフレットによる商品説
明
・市となんらかの提携関係
があるかのような説明
。「床下がかなり湿つてい
る。このままでは家が危な
いJという担当者発言(経

験と感覚に基づく説明)

→科学的測定をせず、床
下の状況を客観的に確認
する手がかりなし
→商品の必要性について
客観的資料・データ示さず

口原告=78歳の女性
・費用が高額であるのに、
見積書の交付・検討の余地
も与えず、契約日から設置
工事開始
白換気扇=設置位置が不適
切で本来の機能を発揮せ
ず/耐震補強材=設置箇
所・数量から耐震補強とし
て不十分/防湿剤=設置
範囲等に照らし過剰→商品
の必要性・相当性について
疑間
・消費者センターヘの商品
販売会社に関する100件を
超える苦情や相談
・立替払契約は1回払いで
はあるが、信義則上、割賦
販売法30の 4の適用を肯定

―
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1-⑬ 東京地裁 H17.8.25

Yll例 マス
ター
2005082500

O 土地売買
建物建築請負

建築謂負代金の日―ン番
査が通らない場合の解除
n面不

媒介委託を受けた被告補
助参加人が不実告知

4条 1項1号違反を認定した
うえで5条 1項を適用

1-⑭ 新潟地裁
長岡支部

H17.8.25
法ニュース
38-610 O 学習教材の販売

(立替払契約)

①現在使用中の他社教材
の内容(改訂の有無)

②教育役務の有無
③他社との契約を中途解
約して資金調達する可能
性

告知あり

・ 4ヽ 実 言 別 の fll助

②教育役務の提供=重要
事項
③教材購入の資金調達方
法=重要事項
→指示通りにしても解約で
きず資金調達できず
・自l団十日F凛事 ■ヽ■odn4計 罰F日

1-⑮ 佐世保簡識 H17.10.18
法ニュース
68-610

Ｘ
０

①
② 化粧品。青汁販売

①化粧品の効用(化粧品
を使えば10代の肌のよう
になり、しみもしわもなく
なつてきれいになるとの説
明)

②化粧品と併用して青汁
を飲んだ場合の効用(アト
ピーが治る)

①表示自体が一義的では
なく、主観的要素を多分に
含むので不実告知にあた
らず
②健康食品に医薬品的効
能があるなど医薬品等と
の混同が生ずるような広
告・表示はそれ自体事実
ではない

・契約から11カ月後の取消
しの意思表示
→誤認に気づいたのが8カ

月後であつたとして時効主
張を排斥
・割賦販売法30の 4適用

1-①

《1-⑭ 東京高裁 H18.1.31
法ニュース
68-301く〉

0 学習教材の販売
(立替払契約)

①現在使用中の他社教材
の内容(改訂の有無)

②教育役務の有無
③他社との契約を中途解
約して資金調達する可能
性

告知あり

吟 実 言 刑 の 判 断

②利用者が質問ファックス
を送付・月1訴での証言→告
知ありと認定
③販売会社代表者は、他
社が中途解約をほぼ受け
ないことを認識しながら、担
当者から顧客に対して他社
との契約が中途解約可能
であると説明させたのに、
実際には解約できず
→告知ありと認定

・コ!船 OF串法 ■oの 4摘 田

樫訴番 )

―
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断定的判断の提供 (4条 2項関連 )

出 興 IJl日 取 引 内 容 不 確 実 事 頂 提 供 方 法 備 考

2-①
(5-② )

神戸地裁
尼崎支部

H15.10.24 兵弁HP O

易子賞諄鶴観的十伺
随契約(改名・ペン
ネーム作成、印鑑
購入)

※4条 1項2号違反
は、付随契約のみ
で襲:断

運勢や将来の生活状態

改名・ベンネーム作成、印
鑑製作、祈祷をすれば、運
勢や将来の生活が必ず好
転すると説明

・反訴請求も契約取消しを
理由に否定
・別途勧誘されたログハウ
スの売買契約は不成立

2-②
(5-③ )

《2-①
(5-② )

控訴審》

大阪高裁 H16.7.30 兵弁HP

易学受講契約+付
随契約 (改名・ベン
ネーム作成、印鑑
購入)

※4条 1項2号違反
は、付随契約のみ
で判断

運勢や将来の生活状態

改名・ペンネーム作成、印
鑑製作、祈祷をすれば、運
勢や将来の生活が必ず好
転すると説明

・不確実事項=財産上の乱
得に影響するもの
→漠然とした運勢、運命は
含まれない
・ただし、公序良俗違反 (暴

利行為)による契約無効と
して救済
・反訴請求も契約無効を理
由に否定
・別途勧誘のログハウス売
買契約は不成立

2-③ 東京簡裁 H16.11.1
LEX/DB
28100409 0 円職 間 法

(ロー ン契 約 )

1月 2万円は確実に稼
|ザる Iという暴言

・4条 1項2号は「例示」
・4条2層遺反判断せず

―
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2-④
(1-⑩/
3-⑤ )

名古屋地裁 H17.1.26 先物39-374 O 灯油の商品先物取
弓|

「灯油は必ず下げてくるJ

『上場企業の部長である私
を信用してJ「 当たりの宝く
じを買うようなもの」「銀行
に預けるよりOO(勧誘し
た従業員名)銀行にお金を
預けてほしい)J「追証拠金
を出さずに取引を続けるや
り方があるので私に任せ
てほしいJという発言

第2回目の取引について
のみ認定
(理由)

①顧客は追証について質
問したり取引枚数を限定～
断定的判断の提供がなけ
れば同じ日に売り増ししな
い
②追証状態になつても特
段の指示をせず任せる
③顧客が取引終了後作成
したメモに詳細に記載

・第1回 目の取引で「1,000

万円預けていただければ1

カ月後には1億になる」と
いったという主張は、客観
的事実と相違
→商品先物取引の危険性
自体説明していることなど

を考慮して、断定的判断の

提供なし
・第1回 目の取引の際の不
実告知・故意による不利益
事実の不告知も危険性自
体は説明していることから
否定

―
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備 考

3-①
(1-② )

神戸簡裁 H14.3.12 兵弁HP ①X

②0
俳優養成所歌手
コースヘの入所

①3ヶ月間の演技基本
レッスンの実施
②歌手コースに入る際
の月謝値上げ

∪月閉但エ
げの不告知
→原告が知
らなかったの
は当然で、そ
れを被告も
認識可能
→ 静 青 ふ り

①基本レッスン
はむしろ「利益」
②利益:告知あり
不利益:告知なし

・契約前の案内書類送付
=勧誘に際して送付
・入所経費の返還認容
→受験料の返還は否定

3-② 大阪簡裁 H16.1.9
法ニュース
64-540 O

パソコン肉職のた
めの教材購入

`サ

替 私 塑 約 ゝ
(不明 ) (不明) (不明 )

月々5万円以上の収入にな
るといわれたが、その収入
夕得ムれず

3-③ 福岡地裁 H16.9.22
_EX/DB
28100107

マンション販売 ペット飼育の可否 判断せず
利益 :告知なし
不利益 :判断せ
ず

入居後に管理組合が
規約を見直し

3-④
(5-④ )

東京簡裁 H16.11.11
』:X/DB
28100245 連帯保証

債務者名・債務者の
支払能力・融資金額

判断せず
利益 :判断せず
不利益 :告知あり

内容を認識して自署

3-⑤
(1-⑩/
2-④ )

名古屋地瓢 H17.1.26
ヨ[形刀39-3′ 4

法ニュース
63-100

灯油の商品先物取
弓|

遺証制度の内容 判断せず
利益:判断せず
不利益:告知あり

商品先物取引の危険性は
説明

3-⑥
(1-③ )

東京地裁 H17.9.29
判タ
1203-173

主債務者
消費貸借・

根抵当権設定
連帯保証人
連帯保証
根抵当権設定

(凋賀H情〃収5:条件
(貸付金額、貸付利率、
返済方式、返済期限、
返済回数など)

《根抵当権》取引条件
(目 的物件、極度額、被
担保債権の範囲、債務
者^確中期日ただヽ

判断せず
利益 :告知なし
不利益 :判断せ
ず

連帯保証人:身体障害・知
的障害があるため、意思無
能力による無効により保護

―
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3-⑦ 小林簡裁 H18.3.22
法ニュース
69-188

O
悪質リフォームに
よる床下補強工事
(立替払契約 )

耐震・大風に対するエ
事の有効性

・契約勧誘の
際、工事会
社社員を通
じて行動→

社員は有効
でない工事
であることは
当然知つて
いたと推認

TIH騒 :冨及なし
不利益 :分割払
いという事項その
ものは不利益事
実ではないが、
分割払いの用途
(原因)であるエ

事自体に有効性
がないことは不
剰:木富室

・立替払契約の前提となる
契約ではなく、立替払契約
自体への消費者契約法適
用肯定
・本件契約前に他業者と2

回にわたり床下補強契約
(+立替払契約)締結

１
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H16.2.1

前11時から勧誘を続け、午
後6時半過ぎに契約を締結す =たとえ黙示的であつて

社会通念上、退去して

日

5-① 東京簡裁 H15.5.14 最高裁HP 0 絵画の展示販売
(立替払契約)

購入拒否の意思表示

争 情 を考 鳳 せ 丁

勧誘継続/販売条件明示せ
ず契約
→『退去させないJ旨告げたわ
けではないが、一連の言動か
ム音興葬維馴

・顧客は、尿出中に路上で
勧誘され会場に連れ込ま
れたうえで勧誘を受け、契
約締結
・取消期間の起算点 :契約
時でl■なく商品の■lttl^眸

5-②
(2-① )

神戸地裁
尼崎支部

H15.10.24 兵弁HP 0

易学受講契約+付
随契約 (改名・ペン
ネーム作成、印鑑
購入)

※4条3項2号の適
用の可否は、易学
受講契約本体のあ
で判断

帰るつもりで「そしたら」
と述べて席を立つ

「ちよつと待ちなさい.貴女は
勉強に来たんでしょ。」「貴女
のために時間をとつているの
だから勉強しなさい」などと、
厳しい口調で引き止め

・I消費者を退云させないこ
とJとは、物理的なものであ
ると、心理的なものであると
を問わない
・反訴請求も契約取消しを
理由として否定
・別途勧誘のログハウス売
買は不成立

5-③
(2-② )

《5-②
(2-① )

控訴審》

大阪高裁 H16.7.30 兵弁HP △

易学受講契約+伺
随契約 (改名・ペン
ネーム作成、印鑑
購入)

※4条3項 2号の適
用の可否は、易学
受講契約本体のみ
で判断

帰るつもりで「そしたら」
と述べて席を立つ

『ちょつと待ちなさい。貴女は
勉強に来たんでしょ。」「貴女
のために時間をとつているの
だから勉強しなさい」などと、
厳しい口調で引き止め

・退 云 後 に磯 栗 料 の 一 目5更

払い・易学受講
→債務の一部の履行によ
る法定追認(民法125①)あ

りとして取消不可
・ただし、公序良俗違反(暴

利行為)による契約無効と
して救済
・反訴請求も契約無効を理
由として否定
・別途勧誘のログハウス売
冒 は 不 壼 十



5-(
(3-1

東京簡裁 H16.11.11
LEX/DB
28100245 連帯保証 lll断せず なし 立証不十分

5-⑤ 札幌地裁 H17.3.17
法ニュース
64-209
◇

O
ネックレスの展示
販売
(立替払契約)

あり
帰宅の意思を告げても説明を
継続(滞在時間1時間)

・購入者=81歳で度重なる
貴金属購入で代金支払い
が困難
LttL摘 日

―
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《表の見方》
番号
・(カッコ)内の番号は、同一裁判例ではあるが、別の条文に関する表に掲載されている場合の番号を指す
出典
・出典については、以下の略語を使用している
判夕=判例タイムズ(判例タイムズ社)

法ニュース=消費者法ニュース(消費者法ニュース発行会議)

先物=先物取引裁判例集(先物取引被害全国研究会編)

判例マスタ==判例MASTER I(新 日本法規出版)

LEX/DB=TKC法 律情報データベース・LEX/DB(判例 :第一法規出版提供)～ 数字はLEX/DBの 文献番号
最高裁HP=最高裁判所ホームページ「判例検索システム」(アドレスはhttpノ/― .∞utts.gojP/searchん hsp0010?action」 dttrStahanreisrchKbnつ 1)

兵弁HP=兵庫県弁護士会ホームページ「消費者問題判例検索システム」(アドレスはhtt口 //www.hyogoben,o可 p/hanreソ )

※アドレスは、いずれも平成19年 1月 1日現在のもの
・◇=誌上に掲載されているのは概要のみだが原判決も参照    ‐

・◆=誌上に掲載されているのが概要のみで原判決未見
適用
0=当該条文が適用されたもの
X=当該条文が適用されなかつたもの
△=条文の要件はみたしているが抗弁が認められたため、最終的に取消し不可となつたもの




